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１ 計画の性格、位置づけに関すること 
ここでは、計画の性格、位置づけに関することとして、国の第５次男女共同参画基本計画、新型コ

ロナウイルス感染症が男女共同参画にもたらした影響、並びに、男女共同参画に関連する法改正等の

動きを整理する。これらの状況を調整計画にも位置付け、反映させることが必要である。 

 

（１）第５次男女共同参画基本計画（令和２年１２月） 

 

令和２年１２月、国は第５次男女共同参画基本計画を閣議決定した。世田谷区においても、国の

計画が示している「男女共同参画社会の目指すべき社会」、「社会情勢の現状及び課題」等を共有し、

計画に反映していく必要がある。 

 

■男女共同参画基本計画の目指すべき社会 

 

①男女が自らの意思に基づき、個性と能力を十分に発揮できる、公正で多様性に富んだ、活力あ

る持続可能な社会 

②男女の人権が尊重され、尊厳を持って個人が生きることのできる社会 

③仕事と生活の調和が図られ、男女が共に充実した職業生活、その他の社会生活、家庭生活を送

ることができる社会 

④あらゆる分野に男女共同参画・女性活躍の視点を取り込み、ＳＤＧｓで掲げられている包摂的

かつ持続可能な世界の実現と軌を一にした取組を行い、国際社会と協調する社会 

 

■社会情勢の現状及び課題 

 

(1)新型コロナウイルス感染症拡大と「新たな日常」への対応 

(2)人口減少社会の本格化と未婚・単独世帯の増加 

(3)人生 100 年時代の到来と働き方・暮らし方の変革 

(4)法律・制度の整備と政治分野や経済分野を中心とした女性の政策・方針決定過程への参画拡大 

(5)デジタル化社会への対応（Ｓｏｃｉｅｔｙ ５．０） 

(6)国内外で高まる女性に対する暴力根絶への問題意識 

(7)頻発する大規模災害・世界規模の感染症 

(8)SDGs の達成に向けた世界的な潮流 

 

以上より、これからの男女共同参画に係る課題を、２つに要約することができる 

〇社会全体にとっては、「持続可能かつ調和のとれた経済社会の実現に不可欠な、一人一人の尊

重、能力発揮、意思決定への参画」 

○個人にとっては、「性別にとらわれることなく自らの選択によって、寿命が延伸した人生を設

計することができる環境の整備」 
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（２）新型コロナウイルス感染症の影響 

 

世界的に流行が続いている新型コロナウイルス感染症の拡大は、男女共同参画に大きな影響を及

ぼしている。国においては、「コロナ下の女性への影響と課題に関する研究会」1を設置し、新型コ

ロナウイルス感染症が、女性の生活・雇用環境に影響を及ぼす「女性不況」の様相を呈しているこ

とをふまえ、ひとり親家庭への支援、テレワークの普及、柔軟な働き方の推進、デジタルや福祉な

ど成長分野等への産業構造のシフトに向けた人材育成・就労支援を盛り込んだ緊急提言を行った。 

また、同研究会のデータによれば、2020 年４月以降の就業者数、雇用者数は男女ともに減り、非

労働力人口・完全失業者数は男女ともに大幅に増加したが、特に女性の減少や増加の幅が大きいと

指摘している。世田谷区でも同様の状況があり、世田谷区内での、令和元年度以降の失業等給付の

基本手当の初回受給者数をみると、６月から８月にかけて特に女性の受給者数が増え、ハローワー

クの「おしごと相談」では 10月以降女性からの相談も増え、女性の就職や再就職が特に厳しい状況

が伺える。 

また、データでは男女とも年齢階級別自殺者数が増えたとの結果があるが、世田谷区の統計では

自殺者数の大きな増加はない。今後もコロナ禍において自殺者を増やさない取組みが喫緊の課題で

ある。 

また、内閣府では、「新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する

調査」2を実施し、コロナ拡大前後での生活の満足度の変化を分析している。調査結果では、全般的

に満足度が低下したとの報告があるが、中でも女性、特に 20 代女性の満足度が大幅に低下してい

ることが指摘されている。 

調整計画では、こうした社会的な状況の変化をふまえ、検討することが必要である。 

 

（３）法改正の動き 

 

「世田谷区第２次男女共同参画プラン」の策定後、男女共同参画に関連したさまざまな法改正があ

った。調整計画では、これらの法改正の動きに対応していく必要がある。 

・女性活躍推進法の一部改正（一般事業主行動計画の策定義務・届出義務の対象の拡大等） 

・配偶者暴力防止法、児童福祉法等の一部改正（ＤＶ対応と児童虐待対応との連携強化） 

・改正育児・介護休業法の施行（育児休業期間を最長２歳までの延長、育児目的休暇の新設） 

・パワーハラスメント防止に関する法改正（職場におけるパワーハラスメント防止措置の義務化） 

・性犯罪・性暴力対策の強化の方針（令和２年度から４年度までの３年間を「性犯罪・性暴力対策

の集中強化期間」とし、刑事法の検討、被害者支援の充実、加害者対策、教育・啓発の強化等。

方針の確実な実行に向けたフォローアップ） 

・地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部改正（重層的支援体制整備事業の創設。既存の

相談支援等の取組を活かしつつ、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対する包括的な支

援体制を構築） 

                                                      
1 コロナ下の女性の影響と課題に関する研究会 https://www.gender.go.jp/kaigi/kento/covid-19/index.html 
2 内閣府満足度・生活の質に関する調査に関する第４次報告書 「満足度・生活の質に関する調査」に関す
る第４次報告書 (cao.go.jp) 

https://www.gender.go.jp/kaigi/kento/covid-19/index.html
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（４）男女共同参画に関連する国の事業等 

 

その他、国の基本計画の見直しや昨今の状況変化を鑑み、内閣府男女共同参画局の設置する専門調

査会では次のような報告、また地域の男女共同参画の取組みを進める交付金・パイロット事業の拡充

を行っている。調整計画は、これらの動きもふまえて、検討していくことが課題である。 

 

①ＤＶ対策の今後のあり方（専門調査会報告書） 

「女性に対する暴力に関する専門調査会 報告書」（令和３年３月）において、今後の課題が

指摘されている。 

①通報の対象となる暴力の形態と保護命令の申し立てが可能となる被害者の範囲の拡大 

②通報や保護命令のあり方 

③加害者更生のための指導及び支援のあり方 

④ＤＶ対応と児童虐待対応の連携 

⑤被害者の保護・自立支援や民間シェルターとの連携 

⑥逃げられない／逃げないＤＶ対応 

⑦予防教育 

⑧その他（第三者がＤＶを見過ごさないような呼びかけ、他施策をより専門的に行っている

部署との連携、支援員の次世代育成、待遇改善等） 

 

②ＤＶ被害者等セーフティネット強化支援パイロット事業 

ＤＶ被害者等に対して、漏れなく、安全な居場所を一時的に確保しつつ、専門的・ニーズに沿

った支援を、切れ目なく実施し、もって、地域においてＤＶ被害者等が自立し、安心・安全に過

ごせるよう、民間シェルターの取組促進を通じて、地域社会におけるセーフティネット機能を強

化する。 

①性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金受け入れ態勢整備事業、専門的・個別支援事業、

切れ目ない総合的支援事業の実施のための付随的経費について、都道府県・政令指定都市、

市町村（特別区含む）に交付する。 

②民間調査会社等の事業所の業務請負により、民間シェルター等におけるパイロット事業の

効果検証および事例調査を行う。 

 

③地域女性活躍推進交付金 

新型コロナウイルスの感染拡大による望まない孤独・孤立で不安を抱える女性や解雇等に直

面する女性をはじめ様々な困難・課題を抱える女性に対する支援、ポストコロナを見据えた女性

人材の育成、女性の登用拡大等に対して交付される。 

①活躍推進型：女性デジタル人材や管理職・役員の育成など女性の参画拡大を推進 

②寄り添い支援型：様々な課題・困難を抱える女性に寄り添い、意欲と希望に応じて、就労

までつなげていく支援 

③つながりサポート型：孤独・孤立で不安を抱える女性が、社会との絆・つながりを回復す

ることができるよう、ＮＰＯ等の知見を活用したきめ細かい支援 
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④困難な問題を抱える女性支援連携強化モデル事業 

婦人保護事業の運用面における見直しに向けた拡充等を行う（令和３年度からの新規事業）。 

婦人相談員を設置している市区単位で、婦人相談所等、都道府県の関係機関や市区の関係機

関、民間団体の参画による横断的な連携・協働の元、困難な問題を抱える女性への支援を展開す

るためのネットワーク（協議会）の構築・運営を行う。  
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２ 体系等、計画全体に関わることについて 
ここでは、現計画の体系や、計画全体に関わることについて、各会議体から出た意見を中心に整理

する。その上で、調整計画の策定に向けた見直しの方向性を示す。 

 

■各会議体から出た意見 

【男女共同参画推進部会】 

基本理念や基本目標の数は変えないが、基本目標の文言を変える可能性がある、課題を入れ替え

たり、増やしたりすることもある、というという認識で進めることになった。（第３回） 

女性の活躍推進について、女性だけが頑張っても変わらない、男性が変わらないと上手くいかな

い、男性にも我がこととしてプラン・体系を意識していただかなければならないが、基本目標Ⅰに

女性活躍推進を掲げることは男性を遠ざける感じがする、などの意見があった。また、男性も理解

できる、自分自身にも利益があるというところでは、特にワーク・ライフ・バランスを訴えていき

たいとの意見があった。（第３回） 

女性活躍推進の中に固定的な性別役割推進の解消が入っていることの違和感から、独立させて一

番上に掲げる、ワーク・ライフ・バランスに入れて基本目標ⅠとⅡを入れ替えるなど、工夫の余地

があるとの意見があった。（第３回） 

現行計画の体系にない、単身者（非正規、高齢者など）の孤立、貧困、性犯罪、若い女性が抱え

ている問題など、新たな課題について、基本目標と課題を整理する必要がある、との意見があった。

（第３回） 

【庁内作業部会】 

「男女共同参画」という言葉が堅苦しいとの意見があった。わかりやすく伝えるために、ゆるキ

ャラやマークを使用する、計画に愛称をつける、副題をつけるなどの工夫についての提案があった。

（推進体制の整備強化作業部会） 

 

  

■調整計画の策定に向けた見直しの方向性 

体系について、基本理念や基本目標の数は変えないが、文言を変える、入れ替えることは検討す

る。ただし、固定的な性別役割分担意識の解消や、新たな課題については体系のどこに位置付ける

か、検討する。また、課題を入れ替えたり、増やしたりすることは検討する。 

施策や事業の内容については、男性が男女共同参画を「自分事」と理解できるよう、特にワーク・

ライフ・バランスを訴えていく。 
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３ 基本目標と課題について 
 

ここでは、基本目標ごとに定められた数値目標から、計画の達成率を検証し、計画の進捗状況を評

価し、調整計画の見直しの方向性を整理する。 

 

また、現計画の課題ごとに、統計・調査などのデータ、各会議体から出た意見、進捗状況が良好な

取組み・今後拡充すべき取組みを整理し、調整計画における新規の取組みを整理する。 

 

（１）基本目標Ⅰ あらゆる分野における女性活躍推進 
 

基本目標Ⅰでは、令和８年度の数値目標を「区の審議会等の女性の占める割合」（35％以上）、「庁内

の管理監督的立場の女性の占める割合」（37％）、「固定的な性別役割分担意識の解消が必要だと考え

る人の割合」（85％）と設定している。 

「区の審議会等の女性の占める割合」は令和２年４月１日時点で 33.8％と、策定時比 2.9 ポイント

増となった。中間評価の時点では目標 35％の達成には至っていないが、上昇傾向であることから、引

き続き、目標の達成に向けて取組みを続けていく必要がある。 

「庁内の管理監督的立場の女性の占める割合」は平成 31 年４月１日時点で 37.5％と、策定時比 3.3

ポイント増となり、37％の目標を達成した。女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画では 40％の

目標を設定していることから、調整計画においても特定事業主行動計画の数値目標に合わせて、上方

修正していく必要がある。 

「固定的な性別役割分担意識の解消が必要だと考える人の割合」は令和２年度時点で 81.5％と、策

定時比 8.2 ポイント増加した。85％の目標達成には近づいており、引き続き、目標の達成に向けて取

組みを続けていく必要がある。ただし、調査の結果からは、平日の家庭内の家事・育児・介護にかけ

る時間については、女性は多い順に「２～３時間くらい」「４～５時間くらい」「8 時間以上」のとこ

ろ、男性は多い順に「1時間くらい」「ほとんどしない」「30 分くらい」の順になっている。過年度の

結果と比較したとき、平日における男性の家事・育児・介護時間は若干の増加がみられているものの、

女性との時間数はいまだ大きく、意識と行動には格差がみられる。行動の変革につながる取組みのよ

り一層の強化が求められる。 
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課題１ 固定的な性別役割分担意識の解消 
 

■統計・データから 

①性別役割分業意識はどの項目でも否定派が多く、その割合は年々高まっている 

・「男は仕事、女は家庭」などの性別役割分業意識は、《否定派》が高い割合となり、その中でも

「家事は女性の仕事だから、共働きでも女性がする方がよい」の《否定派》９割、「『男は仕事、

女は家庭』という考え方に共感」の《否定派》は８割となり、その割合は年々高くなった。（区

民意識・実態調査報告書（以下「区民調査」）という。）：概要版 P６） 

②「全体として、現在の日本では」の不平等感は年々高くなっている 

・あわせてこの 10 年間の、分野別にみた男女の不平等感は、職場では変化がないものの、家庭生

活、社会参加の場、教育の場では「平等になっていない」の割合が増えた。「全体として、現在

の日本では」をみると、「平等+ほぼ平等」の割合は、10 ポイント以上低下し、「平等になって

いない」が６割以上となった。（区民調査 P169） 

③男性の参加意識は高まりつつも、家事等への参加や従事時間は大きく女性に偏っている 

・家事への参加状況や家事等に従事する時間をみると、この 10 年で男性の家事等への参加は進

みつつあり、家事等を「ほとんどしない」割合は低くなったものの、依然として女性に偏って

いる状況にある。労働にかける時間は男性で「８時間以上」が８割を超えて 10 年間変化がな

く、家事・育児・介護に関する男女での生活時間は、その格差が縮まらない状況にある。（区民

調査 P49～57） 

 

■各会議体から出た意見 

【男女共同参画推進部会】 

固定的性別役割分担意識の解消は男性たちにも「我が事」として理解し関わってもらう必要があ

る（第３回）、中高年男性、高齢男性は理解が低く、固定的性別役割分担意識が根強く再生産され、

若い世代に引き継がれている部分もあり、中高年世代に向けた施策や若い世代へのメッセージを伝

えられるとよい。（第４回） 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点からテレワークが進む一方、テレワーク時における

女性の家事労働の増加も指摘されている。（第２回） 

【庁内作業部会】 

区民センターや町会などの地域活動の場における固定的性別役割分担意識があり、参加者の多様

化を進めるための方策についての意見が出ている。（女性活躍推進とワーク・ライフ・バランス関連

作業部会） 

 

■プランの中間評価（進捗状況が良好な取組みと今後拡充すべき取組み） 

①情報提供・啓発活動の充実 

固定的な性別役割分担意識の解消に向けて、区が情報提供・啓発活動を行う際に使用するイラ

ストや写真等の選定への配慮、男女共同参画センター「らぷらす」における SNS での発信強化な

ど、情報提供・啓発活動の充実に努め、情報発信を強化することができた。 

【今後拡充すべき取組み】 

・地域活動に関心のある区民に情報を伝えていくために、まちの掲示板を活用して情報発信を
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する。 

・学校、家庭、職場などあらゆる場において、男女共同参画への理解促進をめざした事業を展

開する。 

・新型コロナを契機に、オンラインなど新たな形態で講座の実施に取り組む。 

②男女共同参画に関する男性の理解の促進 

両親学級への父親の参加者が増加した。 

【今後拡充すべき取組み】 

・女性を中心とした働きかけの一方では、男女共同参画は十分に進展しない。男性にも「自分

事」と思えるような働きかけをして、固定的性別役割分担意識の解消につなげていく必要が

ある。 

③教育分野における啓発 

児童・生徒むけ研修の実施に取り組んだが、令和２年度においては新型コロナウイルス感染症

の拡大による影響により、区立中学校の出前講座は全件中止となった。しかし、学校出前講座の

継続について、各学校とは調整が進んでいる。 

【今後拡充すべき取組み】 

・啓発事業について、従来の集合型ではなく、オンラインなど新たな形態での啓発事業の実施

等を検討する。 

④家庭や地域における男女平等教育・学習の充実 

区民企画員講座を実施した。 

【今後拡充すべき取組み】 

・男性が参加しやすい、参加したい講座を実施する。 

⑤職場における男女平等意識の向上 

企業への情報提供やセミナー等の実施を通して事例の紹介、企業の職場環境整備促進事業を通

してテレワーク導入に係る支援を実施できた。 

【今後拡充すべき取組み】 

・実施事業の広報・周知の拡大を図るとともに、参加者増を図る。 

⑥意識調査による実態の把握と啓発 

令和元年度に「男女共同参画に関する区民意識・実態調査」（以下、「区民意識・実態調査」）を

実施し、公表できた。固定的な性別役割分担意識（「男は仕事、女は家庭」という考え方には共感

する）を否定する人の割合は男女ともに増えた。 

【今後拡充すべき取組み】 

・ジェンダー統計の視点に立ったデータの利活用を図る。 

 

■新規の取組み 

・固定的な性別役割分担意識に加え、アンコンシャスバイアス（無意識の思い込み）を解消して

いく必要がある。 

・持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）に対する理解促進を図る。  

■調整計画の策定に向けた見直しの方向性 

「男は仕事、女は家庭」といった固定的な性別役割分担意識は着実に変化してきていることか

ら、意識と行動のギャップを埋めるための施策を実施していく必要がある。 
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課題２ 女性の活躍推進と政策・方針決定過程への女性の参画促進 
 

■統計・データから 

①女性管理職を有する事業所は６割を超え女性の参画は進んでいる 

・「女性管理職を有する事業所」は 64.7％で、平成 22 年度、平成 27年度共に約 51％だったのに

対し、13 ポイント以上高くなっている。（区内企業における男女共同参画に関する実態調査報

告書（以下「企業調査」）という。）：概要版 P５） 

②女性活躍推進のための取組汲みが進捗していると考える事業所は７割弱となった 

・女性活躍推進の取組みは、「進んでいる」、「ある程度進んでいる」を合わせた『進捗している』

は７割弱を占めた。経年比較では『進捗している』は、平成 27 年度から 10 ポイント以上上昇

した。（企業調査：概要版 P６） 

③女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の効果は６割が効果があったと回答している 

・一般事業主行動計画を「策定している」と答えた事業所にその効果についてたずねたところ、

６割弱が『効果があった』と回答した。「女性従業員の労働意欲が向上した」と「組織が活性化

された」それぞれ３割超を占めて最も高くなっている。（企業調査：概要版 P８） 

 

■各会議体から出た意見 

【男女共同参画推進部会】 

区内企業調査の結果より、育児との両立支援制度数が０という事業所が約２割あり、従業員規模

が小さく整備が十分でない事業所に向けて、力を入れて整備を促すことが必要ではないか。（第４

回） 

本来、女性活躍推進は、男性にも関わってもらう必要がある取組みだが、「女性活躍」という言葉

は「男性を遠ざける」（第４回）、「多くの人が孤独感と不安が強くなっている社会の中で「女性活躍」

という言葉をそのまま受け取ると「女性はもっとがんばれ」というメッセージになり、それでは伝

わりにくいということである。自分には関係ない、むしろ自分が取り残されているという不安すら

喚起させる。（第４回） 

 

■プランの中間評価（進捗状況が良好な取組みと今後拡充すべき取組み） 

①事業者に向けた女性の活躍推進のための意識啓発 

企業や産業団体等との連携・協働により、ワーク・ライフ・バランス等関連事業を実施した。 

【今後拡充すべき取組み】 

・実施事業について広報・周知の拡大を図るとともに、参加者増を図る。 

②審議会等の女性登用率の向上 

審議会の女性登用率調査を実施した。数値目標（35％）に達していない審議会等については状

況を確認し、今後の登用計画を具体的に検討している。 

【今後拡充すべき取組み】 

・地域における女性の人材の発見に努め、活用を図る。 

・庁内各課に向けて、女性委員のさらなる登用に向けた理解を求めながら、審議会等の女性登用

率向上の取組みを進める。 
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③事業者への支援 

産業団体を通じ、事業者に女性活躍推進のための情報を提供した。 

【今後拡充すべき取組み】 

・実施事業について広報・周知の拡大を図るとともに、参加者増を図る。 

・「企業の職場環境整備促進事業」を継続して実施する。 

④職場におけるセクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント等の防止 

職場におけるハラスメントの防止に向けて、事業者への情報提供やセミナーを実施している。 

【今後拡充すべき取組み】 

・職場におけるハラスメント等の防止に関する法改正の動きなどの情報を提供し、事業者の職場

環境整備の促進を図る。 

 

■新規の取組み 

・情報通信技術の進化やＳＮＳなどの新たなコミュニケーションツールの広がりを背景とした女

性に対する暴力（デジタル暴力）の根絶に向けた取組みを開始する。 

 

  

■調整計画の策定に向けた見直しの方向性 

一般事業主行動計画の策定が女性の参画、女性の活躍に一定の効果をもたらしていることか

ら、ポジティブ・アクションをさらに進める必要がある。ただし、女性の活躍推進は、女性だけ

ががんばるのではなく、男性の関わりがきわめて重要であり、固定的性別役割分担意識の解消

や、ワーク・ライフ・バランスの推進とも関連づけて進めていく必要がある。 
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課題３ 女性のキャリア形成と多様な働き方の支援 
 

■統計・データから 

①望ましい女性の働き方は、「就労継続型」が増えているが、全国調査よりも低い割合である 

・望ましい女性の働き方については《中断再就職型》が最も高いが、次いで《就労継続型》が多

く、男女ともに割合は増加している。（区民調査 P107） 

・内閣府の調査では、《就労継続型》は６割を超えているが、区調査では割合は低い。 

②職場に望む子育てと仕事の両立支援は、時短、休暇・休業、再雇用制度等が支持されている 

・「妊娠中や育児期間中の勤務軽減（フレックスタイム制度や短時間勤務制度など）」「子どもが病

気やけがの時などに安心して看護のための休暇が取れる制度」、「育児休業制度や再雇用制度の

普及促進及び円滑に利用できる環境づくり」などの順で高い。（区民調査 P123） 

③配偶者出産支援休暇や就業形態の移行などの制度も整備されるようになった 

・育児支援、介護支援以外で、多様な働き方を可能にする両立支援制度についてたずねたとこ  

ろ、「制度あり」は、〈①配偶者出産支援休暇〉、〈②就業形態の移行（正社員⇔パート等）〉、〈③

勤務地限定・選択制度〉などが３割～１割台で整備されている。 

・利用者のうち、女性は〈③勤務地限定・選択制度〉〈②就業形態の移行（正社員⇔パート）〉、男

性では〈①配偶者出産支援休暇〉が多くなっている。（企業調査：概要版 P13） 

 

■各会議体から出た意見 

【庁内作業部会】 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた、「フリーランス女性、フリーランスの母親」の収

入減少に対する支援を求める区民の声や、相談が多かったという意見があった。（女性活躍推進と

ワーク・ライフ・バランス関連作業部会） 

子育てと仕事の両立の選択肢を増やす取組みとして、フリーランスや在宅勤務をする保護者の方

が仕事をするワークスペースの場を提供する「子ワーキングスペース チャチャチャ」は、まだ知ら

ない人も多いとの意見があった。（女性活躍推進とワーク・ライフ・バランス関連作業部会） 

 

■プランの中間評価（進捗状況が良好な取組みと今後拡充すべき取組み） 

①女性の就労・再就職支援 

人権・男女共同参画担当課では、ライフステージ等に応じた女性の就労・起業支援相談及び就

労支援講座等を男女共同参画センター「らぶらす」で開催した。また、仕事と生活の調和につい

て考えるきっかけとして、区と関係機関の連携による「ワーク・ライフ・バランスな 1 週間」を

実施した。世田谷区産業振興公社および子ども家庭課の事業である共働作業場（コ・ワーキング・

スペース)との連携を行った。 

世田谷区産業振興公社のミニ面接会は回数、参加者数ともに前回を上回った。また、キャリア

カウンセリングの相談件数は前回より増加し、女性の相談者が７割を占めた。 

保育課と世田谷区産業振興公社が連携して保育士就労支援プログラムを開催し、９名が採用に

つながった。 

【今後拡充すべき取組み】 

・コ・ワーキング・スペース等の利用を促進する。 
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②女性のキャリア形成、キャリア教育の推進 

人権・男女共同参画担当課では、ライフステージ等に応じた女性の就労・起業支援相談及び就

労支援講座等を男女共同参画センター「らぶらす」で開催した。（再掲） 

世田谷区産業振興公社が実施したキャリアカウンセリングの相談件数は前回より増加し、女性

の相談者が７割を占めた。（再掲） 

保育課と世田谷区産業振興公社が連携して保育士就労支援プログラムを開催し、９名が採用に

つながった。（再掲） 

【今後拡充すべき取組み】 

・フリーランスへの支援を行う。 

③多様な働き方の支援 

世田谷区産業振興公社、子ども家庭課が実施している共働作業場（コ・ワーキング・スペース)

との連携を行った。（再掲） 

あらたに企業の職場環境整備促進事業を実施し、テレワーク導入にかかる総合的支援を行い、

その成果として企業向け情報誌を作成した。ワークスペースひろば型は、区内 5か所全地域の展

開を完了した。 

【今後拡充すべき取組み】 

・コ・ワーキング・スペース等の利用を促進する。（再掲） 

④女性が少ない分野への女性の参画支援 

高校生を対象にデートＤＶに関する学校出前講座を実施した（区立中学校は新型コロナウイル

ス感染症拡大防止のためすべて中止）。 

科学技術者による講演会・セミナーの実施等、理系分野における女性の参画を支援する取組み

は未実施となっている。 

【今後拡充すべき取組み】 

・キャリア教育や学校出前講座における情報提供を拡充する。 

 

■新規の取組み 

・非正規雇用の女性や若年女性への支援を行う。 

・人生 100 年時代の働き方（複業など）・暮らし方を変革する。 

・「企業の職場環境整備促進事業」（令和元年度開始）を継続する。 

・女子学生に対する理工系分野の進学に関する情報、科学技術分野での活躍の魅力を伝える情報

などを提供する。  

■調整計画の策定に向けた見直しの方向性 

望ましい女性の働き方として「就労継続型」が増えており、育児や介護をしながら働き続けるこ

とを可能にする制度の充実が不可欠である。また、新型コロナウイルス感染症の拡大は、女性の生

活・雇用環境に影響を及ぼす「女性不況」の様相を呈している。働き方・暮らし方を変革していく

とともに、非正規雇用、若年、フリーランスなど、困難を抱えて働く女性への支援が必要である。 
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（２）基本目標Ⅱ ワーク・ライフ・バランスの着実な推進 
 

基本目標Ⅱでは、令和８年度の数値目標を「区内事業所におけるポジティブ・アクションの認知度」

（80％）、「仕事と家庭生活をともに優先している人の割合」（35％）、「町会・自治会長における女性の

割合」（20％）と設定している。 

「区内事業所におけるポジティブ・アクションの認知度」は令和２年度時点で 40.7％と、策定時比

4.6 ポイント減となり、目標達成には至っていない。しかし、女性活躍推進法に基づく一般事業主行

動計画の策定は、女性管理職の増加など、一定の効果をあげており、今後、従業員規模 101 人以上の

事業所にも義務化の対象が拡大されることから、引き続き、目標達成に向けた取組みを進める必要が

ある。 

「仕事と家庭生活をともに優先している人の割合」は令和元年度時点で 24.4％と、策定時比 0.3 ポ

イント増でほとんど変わっていない状況であり、目標達成には至っていない。固定的性別役割分担意

識を否定する人が増え、男性の家事・育児・介護への参加意識は高まりつつも、その行動や従事時間

は大きく女性に偏っていることから、男性の行動変容に向けて、引き続き取組みを進めていく必要が

ある。 

「町会・自治会長における女性の割合」は令和２年度４月１日時点で 13.3％と、策定時比 4.7 ポイ

ント増加しているが、中間評価の時点では目標達成には至っていない。しかし、上昇傾向にあること

から、引き続き、目標達成に向けた取組みを進めていく必要がある。 
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課題４ ワーク・ライフ・バランスの普及・啓発 
 

■統計・データから 

①ワーク・ライフ・バランスの希望と現実には、依然としてギャップが大きい 

・ワーク・ライフ・バランスの現実については、【「仕事」を優先している】が最も高く、【「仕事」

と「家庭生活」をともに優先している】、【「家庭生活」を優先している】の順である。 

・【「仕事」と「家庭生活」をともに優先している】は、希望と現実のギャップが依然として大き

い。（区民調査：概要版 P14） 

②ワーク・ライフ・バランスに重要なことは社会的サポートの充実と長時間労働の見直し 

・「保育サービスや介護サービスなど、育児・介護に関する社会的サポートの充実」が最も高く、

次いで「長時間勤務の見直し」「職場の両立支援制度の充実」の順で高い。 

・性別は、「保育サービスや介護サービスなど、育児・介護に関する社会的サポートの充実」「家

族のサポートや家族の意識改革」などの項目は女性で、「法律や制度の充実」などの項目は男性

で高くなっている。（区民調査：概要版 P14） 

③ワーク・ライフ・バランス充実のために重要なことは事業所の意識と取組み 

・充実のために重要なことは「仕事の見直しや長時間労働の削減」、「管理職への理解・周知の徹

底」が多く、新たに実施したいものは、「育児等対象者と対象者外の従業員との間に不公平の出

ない制度の設置」「定期的な従業員満足度調査の実施」「管理職への理解・周知の徹底」などが

続いている。（企業調査：概要版 P17） 

 

■各会議体から出た意見 

【男女共同参画推進部会】 

「仕事と家庭生活をともに優先している人の割合」という数値目標について、待機児童ゼロを達

成しているにもかかわらず、目標に対して数値が伸びていないことから、職場での啓発が大切であ

る。（第２回） 

「仕事と家庭生活をともに優先している人の割合」を数値目標としていることについて、「優先

する・しない」は、本人の意思が入り、どちらの意見も否定されるべき意思ではないとし、「仕事と

家庭生活のバランスを取れている人の割合」といった数値目標にするべきではないか。（第２回） 

 

■プランの中間評価（進捗状況が良好な取組みと今後拡充すべき取組み） 

①ワーク・ライフ・バランスの考え方の普及 

人権・男女共同参画担当課では世田谷線沿線で開催される区民向け啓発イベントを実施し、

1,000 人を超える人が参加した。また、世田谷区産業振興公社と連携し、事業所向けセミナーを

年 10回程度実施し、令和元年度は 150 名程度が参加した。 

【今後拡充すべき取組み】 

・ワーク・ライフ・バランス推進事業を見直す（ファミリーデー、ＷＬＢな 1 週間）。 

・ワーク・ライフ・バランスの推進に向け、事業者への情報提供や支援を拡充する（事業者の理解促

進）。 

・コロナ禍における啓発事業について再検討する。 

・ワーク・ライフ・バランスの考え方に対する区民の理解促進を図る。 
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②事業者への働きかけと支援 

女性の健康づくりの視点での啓発を行った。 

は新たに企業の職場環境整備促進事業を実施し、その成果として企業向け情報誌を作成した。 

男女共同参画先進事業者を表彰し、区の各種広報媒体を通じて広く紹介した。 

【今後拡充すべき取組み】 

・健康経営の推進に向けて事業者に働きかける。 

・ワーク・ライフ・バランスの推進に向け、事業者への情報提供や支援を拡充する（事業者の理解

促進）。 

③男女の育児・介護休業の取得促進 

中小企業両立支援助成金や法制度に関する企業向けセミナーを実施し、好評を得た。 

両親学級、ぷれパパママ講座を休日に開催した。 

【今後拡充すべき取組み】 

・事業者と従業員の双方に向けた働きかけの充実 

④区内企業の「男女共同参画に関する意識・実態調査」等による実態の把握と啓発 

・区内企業の男女共同参画に関する意識・実態調査を実施した。 

【今後拡充すべき取組み】 

・ジェンダー統計の視点に立ったデータの利活用を図る。（再掲） 

・ポジティブ・アクションの認知度に関する調査を継続して実施する。 

■新規の取組み 

・働き方改革を一層進め、コロナ後の新しい生活に合わせた新しい働き方を推進する。 

・育休を取得した男性社員のいる企業にインセンティブを付与する。 

・パタニティハラスメントの防止に関するセミナーを実施する。 

 

 

  

■調整計画の策定に向けた見直しの方向性 

区民のワーク・ライフ・バランスの希望と現実は依然としてギャップが大きく、社会的サポート

の充実と長時間労働の見直しが必要である。ワーク・ライフ・バランスの一層の推進を図るととも

に、新型コロナウイルス感染症の拡大を機に取組みが進んだテレワーク等を引き続き進めるなど、

コロナ後の生活に合わせた、新しい働き方を推進し、男性も育児を楽しみながら仕事との両立が

できる暮らしの実現に向けた支援が必要である。 
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課題５ 男女がともに家事、育児、介護を担える支援の充実 
 

■統計・データから 

①育児との両立支援制度は、短時間勤務制度が７割、女性の利用実績が多い 

・育児との両立支援制度の整備状況をみると、〈①短時間勤務制度〉が最も高く、以下、〈⑤半

日や時間単位の有給休暇〉〈⑥所定外労働の免除〉が続いている。 

・利用実績は、女性では、〈⑧事業所内託児施設〉、〈①短時間勤務制度〉が多く、男性では、

〈⑤半日や時間単位の有給休暇〉、〈②フレックスタイム制度〉などとなっている。（企業調

査：概要版 P11） 

②介護との両立支援制度も短時間勤務、半日等の有給休暇が多いが、取得状況は低調である 

・介護支援の制度あり事業所では〈①短時間勤務制度〉が最も多く、〈⑤半日や時間単位の有給

休暇〉などが続いている。 

・利用実績は、男女ともに〈⑤半日や時間単位の有給休暇〉が最も多く、〈②フレックスタイム

制度〉、〈③テレワーク（在宅勤務制度等）〉などが多くなっている。(企業調査：概要版 P12) 

③男女がともに家事、育児、介護を担える制度は、公的、民間サービスの子育て・介護支援の他に、

取得しやすい休暇制度、労働時間短縮のほか、在宅勤務やフレックスタイムの活用も 

・男女がともに家事、育児、介護を担うためには、いずれも休暇や労働時間などに関する職

場・事業所の理解と環境整備、子育てであれば保育園の充実、介護では公的、民間サービス

などの社会的なサポートが必要とされている。また、新型コロナウイルス感染症への対応と

しても挙げられた、電話やメールを活用したコミュニケーション、在宅勤務、オンライン会

議なども方策として考えられる。（区民調査：概要版 P８、９、企業調査：概要版 P22） 

 

■各会議体から出た意見 

【庁内作業部会】 

待機児童ゼロを達成したが、引き続き待機児童ゼロを継続できるよう、既存施設の活用、事業の

拡充等多様な保育への対応の必要がある。また、医療的ケアについては、実施できる施設を増やす

ことができるかの検討を行っていく必要がある。（女性活躍推進とワーク・ライフ・バランス関連作

業部会） 

ママだけでなくパパも大変であり「イクメン」でないパパは責められる構図となっており、それ

ぞれが役割を背負いながら子どもにとって良い環境を作っていけるか、パパも支えられる支援を広

くしないといけない。（男女及び多様な性と人権尊重関連作業部会） 

 

■プランの中間評価（進捗状況が良好な取組みと今後拡充すべき取組み） 

①保育等の拡充 

医療的ケア児の受入枠増、看護師のスキルアップを図る他、専門機関による巡回指導を引き続

き実施し、障害児保育の充実を図った。 

私立認可保育園の整備による定員を拡充した。 

令和２年４月時点の待機児童が０名となった（前年度 470 名）。 

【今後拡充すべき取組み】 

・待機児童ゼロを継続する。 
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・保育の多様なニーズに対応するとともに、保育の質を確保する。 

・保育サービスを充実する。 

・切れ目のない子育て支援を継続する。 

・地域における子育て支援人材を増やす。 

②育児に関するサービスの充実 

地域園の支援や、休日保育、医療的ケア児の受け入れ、ほっとステイ事業、新 BOP 学童クラブ

の実施時間延長モデル事業など、多様な保育サービスを充実した。 

【今後拡充すべき取組み】 

・コロナ終息後もオンラインを活用した相談事業を継続して実施する。 

③子育て世代への支援と地域交流 

ファミリー・サポート・センター事業の利用会員・援助会員が増加傾向にあった。 

ワークスペースひろば型を増設した。 

団体主体の「子育てメッセ」を開催し、1,000 名を超える来場者があった。 

【今後拡充すべき取組み】 

・地域ささえあい活動「子育てサロン」において、新しい生活様式を意識した活動形態を検討す

る。 

・より効果的な地域での子育ての相互援助制度について検討する。 

④介護者への支援 

介護保険サービス・障害福祉サービスを提供した。 

あんしんすこやかセンターでの介護相談は、平日だけでなく土曜日も開設した。 

家族を介護している人のための家族会を実施した。 

【今後拡充すべき取組み】 

・男性の家庭参画を促進するための事業を継続する。 

⑤男性の家事・育児・介護等への参画促進 

両親学級・ぷれパパママ講座を開催した。休日は参加率がよく、新型コロナウイルス感染拡大

により Zoom での開催を試行したところ好評だった。 

【今後拡充すべき取組み】 

・男性側の視点からの男女共同参画推進施策を強化する。 

・コロナ終息後もオンラインによる両親学級・ぷれパパママ講座を増やす。 

・男性の家庭参画を促進するための事業を継続する。(再掲） 

 

■新規の取組み 

・医療的ケアのできる区立園の拡充について検討を始める。 

・児童福祉法の改正による、配偶者暴力相談支援センターと児童相談所の連携を強化し、面前Ｄ

Ｖへの対応を図る。 

・児童館・子育て支援コーディネーター・社会福祉協議会の三者連携による地域・地区での子育

て支援に取り組む。 

・学齢期の子をもつ保護者の相談支援に取り組む。 

・サードプレイス（家庭でも職場でもない「第三の居場所」）としての子育て広場等を活用する。 
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■調整計画の策定に向けた見直しの方向性 

企業における育児と介護の両立支援制度において、育児では女性の利用が多いが、介護では男

女ともに利用は低調である。育児と介護の両立支援制度の充実に向けたさらなる取組みを推進す

るとともに、家事、育児、介護における男性の一層の参画を進める必要がある。 
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課題６ 防災・地域活動等への参画促進 
 

■統計・データから 

①自主活動に参加しないのは男女とも時間の余裕が 1 位。関心を高めたり、情報提供の工夫が課題 

・「時間に余裕がないから」が最も高く、次いで「関心がないから」、「情報がないから」の順であ

る。性別では、「時間に余裕がないから」では大きな差がみられないが、女性は「情報がないか

ら」が男性よりも高く、男性は「関心がないから」「個人で活動する方が好き」などの項目が女

性よりも高い。（区民調査：概要版 P11） 

②防災分野では、女性の意見や視点を生かした施策の立案が求められている 

・防災分野で重要なことについては、「避難所設備に女性の意見を反映させる」が最も高く、次 

いで「災害や防災に関する知識の習得を進める」「備蓄品に女性の視点を活かす」が過半数であ

る。男女では、「防災現場への女性の配置」以外の項目で、男性よりも女性の方が高く、特に「避

難所設備に女性の意見を反映」「備蓄品に女性の視点を活かす」は女性のポイントが高い。（区

民調査：概要版 P15） 

 

■各会議体から出た意見 

【庁内作業部会】 

世田谷区は世帯の半分が単身者世帯で、特に高齢者の単身者の割合が多いため、それらの人に電

子媒体を用いて情報を届け、地域に出てきてもらうなどの取組みを検討する必要がある。（女性活

躍推進とワーク・ライフ・バランス関連作業部会） 

世田谷区に転入して数年という女性が「区が、何をやっているのか分からず、どのように関われ

るのか分からない。町会の誘いもない」と言っていたが、有能な大学生や地域に関わろうとする人

材がいるにも関わらず、伝わっていない。（女性活躍推進とワーク・ライフ・バランス関連作業部会） 

 

■プランの中間評価（進捗状況が良好な取組みと今後拡充すべき取組み） 

①防災・災害復興の分野への女性の参画促進 

女性防災コーディネーターの育成及び活動を支援した。「せたがや女性防災コーディネーター

養成研修」修了生による講習会を実施した。 

地域防災計画において、女性や LGBT 当事者など「多様性に配慮した女性の視点」を追加した。 

【今後拡充すべき取組み】 

・多様性に配慮した女性の視点に立ち、防災対策の推進を目的とした職員研修を実施する。 

②地域活動への参画支援 

消費生活に関する出前講座を、区民講師を学校やＰＴＡ、地域の学習会、通所介護施設等に派

遣して実施した。 

【今後拡充すべき取組み】 

・現役世代が地域活動に参加しやすいしくみづくりの充実を図る。 

・現役世代が区民センターの運営協議会や町会に参加しやすいしくみづくりの充実を図る。 

 

③地域活動における女性リーダーの育成支援 

町会・自治会長の女性割合状況調査を実施した。町会・自治会長の女性割合は、平成 30年度は
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11.8％、令和元年度は 13.3％に上昇した。 

【今後拡充すべき取組み】 

・地域における女性リーダーの参画・育成を推進する。 

④男性の地域活動への参画支援 

「男性のための健康教室」を実施した。前回に比べ回数・参加者数とも増加した。 

【今後拡充すべき取組み】 

・現役世代が地域活動に参加しやすいしくみづくりの充実を図る。（再掲） 

⑤高齢者の社会参画の促進 

高齢者の就業相談を実施した。高齢者のキャリアカウンセリングが大幅に増加した。 

【今後拡充すべき取組み】 

・単身世帯の高齢者など、外出が少ない区民を地域につなげる取組みの充実を図る。（災害時等の支

援を含む） 

■新規の取組み 

・多様性に配慮した女性の視点に立ち、避難所運営組織等における防災研修を実施する。 

・サードプレイス（家庭でも職場でもない「第三の居場所」）づくりに取り組む。 

 

  

■調整計画の策定に向けた見直しの方向性 

近年は風水害や地震が頻発しており、防災に女性の視点を活かし、地域の安心・安全を高めてい

くことがますます重要になってくる。女性防災コーディネーターの育成・活用、住民の多様性にも

配慮した防災・災害復興への取組み、地域活動における男女共同参画の推進のさらなる強化を図

る必要がある。 
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（３）基本目標Ⅲ 女性に対する暴力の根絶 
 

基本目標Ⅲでは、令和８年度の数値目標を「ＤＶ防止法の認知度」（60％）、「ＤＶが 100％加害者に

責任があり、許せないものであると考える人の割合」（80％）、「デートＤＶ防止の出前講座実施校数」

（中学校 10 校、高等学校 10校）と設定している。 

「ＤＶ防止法の認知度」は 30.7％で策定時比 3.6 ポイント減となり、目標達成には至っていない。

ＤＶ防止法の名前は知っているが、その内容を知らない人の割合が増えていることから、引き続き、

かつ、くり返し、啓発の取組みを進めていく必要がある。 

「ＤＶが 100％加害者に責任があり、許せないものである」と考える人の割合」は 54.0％で策定時

比 3.0 ポイント減少している。男女間の認識には違いがみられ、ギャップを埋めるような取組みを行

っていく必要がある。 

「デートＤＶ防止の出前講座実施校数」は、令和元年度は高校 2校のみ実施し、予定されていた区

立中学校７校は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止となった。しかし、デートＤＶに

ついての啓発冊子は例年通り、区内の区立・私立・国立全中学校の 3 年生を対象に配布し、各校に活

用を依頼することができている。コロナ禍における学校出前講座は今後も実施困難と見込まれている

が、引き続き、若年層に向けた啓発を行っていく必要がある。 
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課題７ 配偶者等からの暴力（ＤＶ）の防止 
 

■統計・データから 

①DV 防止法の認知度をさらに高める啓発が課題 

・ＤＶ防止法の認知度については、「法律名も内容も知っている」が 30.7％、「聞いたことはある

が、内容は知らない」が 55.9％であるが、時系列にみると、聞いたことがあるが内容を知らな

い人の割合が増えている。認知度を高め、理解を促す啓発が課題である。（区民調査 P135） 

②相談件数では、区市町村に寄せられる相談件数が増加 

・東京都で受けている配偶者暴力の相談件数のうち、区市町村の合計は増加傾向にある。（資料：

東京都生活文化局） 

・区では平成 29 年度から「被害者のための相談」と「全般に関する相談を統合し、令和元年度に

は「女性のための悩み事・ＤＶ相談」として実施し、相談件数が大幅に増加している。また、

平成 30 年度から実施しているＤＶ相談専用ダイヤルの相談件数も増加傾向にある。（資料：世

田谷区） 

 

■各会議体から出た意見 

【庁内作業部会】 

子どもを私立に通わせており、夫に経済的に依存をしているため、逃げられないという場合や、

男性のＤＶ被害者が一定数いる。（ＤＶ等暴力防止と被害者支援関連作業部会） 

子育て世代のＤＶは、虐待に対する通報が法律で義務化されたこともあり、キャッチをしやすく

なったが、単身女性のＤＶは本人が声をあげないとキャッチするのが難しい。（ＤＶ等暴力防止と

被害者支援関連作業部会） 

 

■プランの中間評価（進捗状況が良好な取組みと今後拡充すべき取組み） 

①暴力の未然防止と早期発見 

ＤＶ防止・デートＤＶ防止に関する各種啓発物を配布した。中学・高校に向けた出前講座を実

施しており、令和元年度は、高校生を対象に学校出前講座を実施した。区立中学校は新型コロナ

ウイルス感染症の拡大防止のためすべて中止となった。 

【今後拡充すべき取組み】 

・単身世帯の高齢者など、外出が少ない区民を地域につなげる取組みの充実を図る。（災害時等の支

援を含む） 

②相談体制の充実 

女性相談の実施、「女性のための悩みごと・ＤＶ相談」の相談時間帯を拡充した。また、ＤＶ相

談専用ダイヤルを設置した。 

【今後拡充すべき取組み】 

・男性のＤＶ被害者相談を充実する。 

・「女性のための悩みごと・ＤＶ相談」から被害者を着実に支援につなげるしくみを拡充する。 

③被害者の安全確保と体制整備 

婦人相談員による配偶者等暴力相談を実施した（被害者の安全確保に向けた周知や情報提供を

含む）。また、配偶者暴力相談支援センターの機能整備の一環として、婦人相談員と関係機関との
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連携を図り、ＤＶ被害者とその子どもなどの支援を行った。 

【今後拡充すべき取組み】 

・男性のＤＶ被害者の安全確保の充実を図る。 

 

■新規の取組み 

・ＤＶや虐待に関する研修の充実を図り、相談窓口職員のスキルアップを図る。また、福祉の専

門職との連携による専門性の向上を図る。 

・シェルターやステップハウスの確保を検討する。 

 

  

■調整計画の策定に向けた見直しの方向性 

ＤＶ防止法について聞いたことはあるが内容は知らない人の割合が増えており、ＤＶ防止法の

内容への理解を促すための継続的な啓発が必要である。また、世田谷区ではＤＶの相談件数は増

加傾向にあるが、夫に経済的に依存する「逃げないＤＶ被害者」や男性の被害者が一定数見られ

る。子どもがいないＤＶ被害者の発見と支援も課題である。 

ＤＶ相談の対象者の拡充、被害者を早期に発見し、支援につなげるしくみの充実に取り組むと

ともに、相談員の専門性向上や関連機関との連携を強化していく。 
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課題８ ＤＶ被害者支援の充実 
 

■統計・データから 

①緊急避難場所の整備とあらゆる暴力は犯罪であるとの認識の啓発が重要 

・ＤＶからの支援としては、「いざという時に駆け込める緊急避難場所の整備」が６割弱と最も 

高く、次いで「家庭内であれ暴力は犯罪であるという意識の啓発」が多く、具体的な仕組みと

意識啓発の両面での防止策が求められている。（区民調査Ｐ145） 

②ＤＶ及び性暴力などあらゆる人権問題に対する対応の充実 

・ＤＶ及び性暴力に関する人権問題に対する日本の対応について、「十分になされている」と「な

されている」の両者を合わせた《なされている》と、「あまりなされていない」と「なされてい

ない」の両者を合わせた《なされていない》とを比較すると、全項目で《なされていない》の

方が高くなり、「性犯罪・性暴力、ストーカー被害を起こさせないための対策」や「児童虐待に

関する防止策」は《なされていない》が高い。（区民調査：概要版Ｐ13） 

 

■各会議体から出た意見 

【男女共同参画推進部会】 

サポートグループの参加者延べ人数が少ないことについて、「らぷらす」は実施形式を含めて課

題であると認識している。（第１回） 

【庁内作業部会】 

職員の異動により、対応する職員のＤＶや性的虐待などの専門知識がないことが問題である。（Ｄ

Ｖ等暴力防止と被害者支援関連作業部会） 

公営住宅への入居の機会提供について、公募期間があり緊急的な対応が難しいといったことや、

募集の段階でＤＶ被害者かどうかわからない。（ＤＶ等暴力防止と被害者支援関連作業部会） 

 

■プランの中間評価（進捗状況が良好な取組みと今後拡充すべき取組み） 

①被害者支援の充実 

婦人相談員による配偶者等暴力相談を実施した（被害者の安全確保に向けた周知や情報提供を

含む）。また、配偶者暴力相談支援センターの機能整備の一環として、婦人相談員と関係機関との

連携を図り、ＤＶ被害者とその子どもなどの支援を行った。 

【今後拡充すべき取組み】 

・ＤＶ被害者に対する同行支援を充実する。 

・男性のＤＶ被害者への支援を充実する。 

・相談者に寄り添ったきめ細かい支援を行う。 

・庁内関係各課や関係機関との連携を強化する。 

②被害者の中長期的支援（生活再建の支援） 

関係各機関が連携し、ＤＶ被害者保護のための生活面での支援、子ども家庭支援センターによ

る子育て支援を行った。 

【今後拡充すべき取組み】 

・被害者の経済的自立を支援する。 
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③被害者の子どもへの支援 

子どもの人権擁護機関「せたホッと」相談・救済事業を実施した。相談内容に応じて関係機関

との連携により対応した。 

子どもの就学・転居への配慮として、子ども家庭支援センター、児童相談所、学校、他自治体

と連携しながら、就学機会の確保に向けて随時相談・受付を実施した。 

【今後拡充すべき取組み】 

・ＤＶ防止法の改正による、配偶者暴力相談支援センターと児童相談所の連携を強化し、面前

ＤＶへの対応を図る。 

④支援体制の充実と関係機関との連携強化 

ＤＶ防止ネットワーク代表者会議と要保護児童支援協議会を一体的に開催した。 

【今後拡充すべき取組み】 

・実際の支援にあたり、区と関係機関の状況共有のさらなる円滑化を図る。 

⑤高齢者、障害者の被害者への支援 

庁内会議体を活用し、関係所管相互で情報を共有した。 

【今後拡充すべき取組み】 

・関係機関・職員への情報提供・研修等を実施する。 

⑥男性、性的マイノリティの被害者への支援 

性的マイノリティの相談、居場所事業を実施した。 

男性のための専用相談を開設し、男性が相談しやすい相談事業の充実を図った。 

【今後拡充すべき取組み】 

・同性カップル間のＤＶへの相談体制を充実する。 

■新規の取組み 

・ＤＶ被害者支援及びＤＶ防止の取組みの強化に加え、性暴力・性犯罪被害者への支援に取り組む。 

  

■調整計画の策定に向けた見直しの方向性 

ＤＶおよび性暴力に関する人権問題への対応が「なされていない」と感じている区民が多く、Ｄ

Ｖ被害者支援の現場では、サポートグループの充実、職員の専門性の向上、住宅支援などが課題と

なっている。 

婦人相談員と関係機関や民間事業者等との連携により、ＤＶ被害者および被害者の子どもへの支

援の充実、性暴力・性犯罪被害者への支援をしていく必要がある。 
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課題９ 暴力を容認しない意識づくり 
 

■統計・データから 

①身体的暴力は DV であると認識されているが、男女間で認識の違い 

・ドメスティック・バイオレンスについての考え方としては、身体的暴力は殆どの人が DV であ

るとの認識があり、男女でも違いがないものの、「100％加害者に責任があり、許せないもので

ある」と「加害者に責任があるとしても、被害者側にも原因の一端があると思う」の考え方に

ついては、男性で後者と回答した割合が高く、男女間の認識に違いがみられており、DVに対す

る理解の意識づくりが課題である。（区民調査：概要版 P10、区民調査 P137～P140） 

②ハラスメントの問題を見逃さない職場環境づくり 

・事業所調査では、何らかのハラスメントが「問題になったことも実態としてもない」が５割を

超えている。パワハラ対策が講じられている事業所は６割であり、対策が講じられている事業

所ほど、ハラスメントが問題となったもしくは実態としてあると回答している。 

・問題となったもしくは実態としてある事業所に聞いたハラスメントの種類は「パワーハラスメ

ント」が８割、「セクシュアルハラスメント」が３割となっている。（企業調査：概要版 P18,19） 

 

■各会議体から出た意見 

【男女共同参画推進部会】 

DV や 殴る蹴る以外の、若い女性に人生上の困難を後々残してしまうような、性暴力やセクシュ

アルハラスメント、JK ビジネスや意に沿わない AV への出演のような間接的な暴力も場合によっ

ては、基本目標と課題を整理し、施策の中に含める必要がある。（第３回） 

企業内におけるセクハラなどは労働法上、使用者に責任があるが、フリーランスに対してのセク

ハラや、就活生に対してのセクハラや性暴力に対しての施策が必要である。（第３回） 

 

■プランの中間評価（進捗状況が良好な取組みと今後拡充すべき取組み） 

①人権尊重と暴力防止の意識づくり 

・区の各種メディアを通して情報発信する他、職員に対する人権研修を実施した。 

【今後拡充すべき取組み】 

・情報発信のさらなる強化と研修内容の充実を図る。 

・理由のいかんに拠らず暴力は許されるものではないことについて、継続的に発信する。 

②学校における人権教育の推進 

・生徒及び保護者への人権尊重教育に関する啓発物を配布した。 

・教職員を対象とした人権教育推進に関わる研修を実施した。 

【今後拡充すべき取組み】 

・若者世代への啓発事業を再検討する。オンラインなど新たな形態での啓発事業の実施や、青

少年交流センターや児童館等での啓発機会を創出する。 

③性暴力・ストーカー行為等暴力防止の意識づくり 

・情報発信および研修の実施 

・同性間、女性から男性へのＤＶ/デートＤＶについて、啓発物を作成・配布した。 
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【今後拡充すべき取組み】 

・情報発信のさらなる強化と研修内容の充実を図る。 

④セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント等暴力の防止 

・相談事業を実施した他、啓発物等により情報を発信した。 

・パワーハラスメント防止措置の義務化に関して周知した。 

【今後拡充すべき取組み】 

・ハラスメントの防止に向けて、区内大学、企業等に働きかける。 

・マタハラ、ＳＯＧＩハラなど多様なハラスメントの防止に向けて情報を提供する。 

 

■新規の取組み 

・性犯罪・性暴力対策の集中強化期間（令和２年度～４年度）に対応した取組みを実施する。 

 

  

■調整計画の策定に向けた見直しの方向性 

ＤＶやハラスメントに関して、男女間の認識の違い、パワーハラスメント対策に対する意識の違

いに着目した啓発への取組みが必要である。 

また、性犯罪・性暴力対策の集中強化期間（令和２年度～４年度）への対応、事業所に対して法

改正に伴うハラスメント防止措置の義務化に関する情報提供など、国の動きに応じた施策を強化し

ていく必要がある。 
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（４）基本目標Ⅳ すべての人が尊厳をもって生きることができる社会の構築 
 

基本目標Ⅳでは、令和８年度の数値目標を「がん検診の受診率」（現状以上）、「ひとり親家庭の養育

費相談の実施」（現状以上）、「性的マイノリティという言葉の認知度」（90％以上）と設定している。 

「がん検診の受診率」は、令和元年度は子宮がん 21.6％、乳がん 21.6％と策定時よりいずれも低下

し、目標達成には至っていない。今後は「健康せたがやプラン」の見直しに合わせ、数値目標を設定

していく必要がある。 

「ひとり親家庭の養育費相談の実施」は令和元年度は６回と、策定時比３回減少している。減少の

背景には、新型コロナウイルスの感染拡大の影響による相談会の回数減が考えられる。今後は、状況

に応じて開催方法の工夫などにより、引き続き、取組みを進めていくことが必要である。また、事実

上のひとり親への支援の充実なども求められている。 

「性的マイノリティという言葉の認知度」は 88.8％で、プラン策定時比 18.8 ポイント増加してお

り、中間評価の段階では目標達成には至っていないが、順調に伸びている。引き続き、取組みを進め

ることが必要である。 
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課題１０ 性差に応じたこころと身体の健康支援 
 

■統計・データから 

①合計特殊出生率は横ばい 

・世田谷区の合計特殊出生率は、全国、東京都と同様に「１」を上回り、同等に推移している。

平成 27(2015)年をピークに出生数は漸減し、合計特殊出生率は横ばいである。（参考：データ

でみるせたがやの健康 2019） 

②子宮頸がん、乳がんの検診受診率は伸び悩んでいる 

・世田谷区の子宮がん、乳がんの検診受診率は、東京都と比較して上回っている。平成 21（2009）

年度から女性のがん検診無料事業を実施したこと等により、乳がん・子宮がん共に受診率が

10％前後からほぼ２倍に上昇したが、平成 27（2015）年度をピークに受診率は伸び悩んでいる。

（参考：データでみるせたがやの健康 2019） 

③自殺死亡率は、女性より男性の方が高い 

・区の平成 30(2018)年の自殺者数は 98人(男性 68 人、女性 30 人)であり、平成 25(2013)年の自

殺者より 57 人(男性 26 人、女性 31 人)減少した。全国や東京都に比べ自殺死亡率(人口 10 万

対)は低いが、年代別にみると、全国と東京都と比較して 30～39 歳、50～59 歳の自殺死亡割合

が多い。（参考：データでみるせたがやの健康 2019） 

 

■各会議体から出た意見 

【庁内作業部会】 

出産に家族が立ち会えなかったり、里帰りもしにくかったりする状況が続き、身内に頼れない状

況での出産が増えているが、母子の支援をコロナで手厚く出来なくなっている。（男女及び多様な

性と人権尊重関連作業部会） 

 

■プランの中間評価（進捗状況が良好な取組みと今後拡充すべき取組み） 

①疾病予防、健康づくりの推進 

思春期のこころと身体の変化について、正しい知識の普及啓発を実施した。 

更年期障害等に関する情報発信を、健康教室や出前講座等を通じて行った。 

がん相談(電話相談）を拡大、がん情報コーナーでの一次相談を実施した。 

【今後拡充すべき取組み】 

・子宮がん、乳がん検診率の向上を図る。 

②こころの健康対策 

相談事業の充実及び講座等を実施し、自殺対策基本方針を策定した。 

多職種チームによる訪問支援事業による困難事例への支援を強化した。 

【今後拡充すべき取組み】 

・自殺予防対策を推進する。 

・相談や支援にアクセスしやすい環境、連携体制の充実を図る。 

③母子の健康支援 

非課税世帯への保健指導票の送付、不妊治療費の助成を行った。 

保健師による電話・面接・訪問による相談を行った。 
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妊婦健康診査を実施した。 

妊娠期・乳幼児期からの母子の支援や食事の相談を行った。 

両親学級を実施した。休日開催も実施した。 

【今後拡充すべき取組み】 

・新しい生活様式に則った検診を充実する。 

④年代に応じた性教育の普及 

リプロダクティブ・ヘルス／ライツについて、若い世代向けの情報提供パンフレットの作成を

検討している。 

【今後拡充すべき取組み】 

・学校に対し、計画的に保健師等を派遣する。(新型コロナウイルスの影響により実施校減少） 

 

■新規の取組み 

・発達段階を踏まえた性に関する教育の実施内容を検討する。保護者に対する性に関する教育を

周知する。 

 

  

■調整計画の策定に向けた見直しの方向性 

合計特殊出生率は横ばい、子宮がん、乳がん検診の受診率は伸び悩んでいる、自殺死亡率は女性

より男性の方が高いなど、性差に応じたこころと身体の健康支援に取り組む必要がある。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響により、新しい生活様式に沿った健康支援のあり方を

模索する必要がある。 
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課題１１ ひとり親家庭等が安心して生活できる環境づくり 
 

■統計・データから 

①ひとり親世帯のうち、約９割が母子世帯 

・世田谷区のひとり親世帯は増加傾向にあり、平成 27 年の世田谷区のひとり親世帯は 3,036 世

帯で、うち母子家庭が約９割を占めている。（国勢調査） 

②母子世帯の被保護世帯数は減少傾向 

・世田谷区の生活保護世帯数、人員数はともに増加傾向にあるが、母子世帯の被保護世帯数は減

少傾向にある。（世田谷区の統計） 

 

■各会議体から出た意見 

【庁内作業部会】 

離婚が成立していないが事実上ひとり親という人への支援施策が薄いといった意見や、養育費を

世田谷区の場合は４割程度の人がもらっているが、履行確保に問題があるといった意見が出た。（男

女及び多様な性と人権尊重関連作業部会） 

【男女共同参画推進部会】 

現行計画ではひとり親のことに言及をしているが、貧困の問題が出てきていない。コロナにより

更に厳しい状況に追い込まれている女性の貧困に対応をした計画の調整が必要でないか。（第３回） 

 

■プランの中間評価（進捗状況が良好な取組みと今後拡充すべき取組み） 

①ひとり親家庭への相談・情報提供の充実 

シングルマザーのための支援講座や居場所事業等を実施した。シングルマザー応援フェスタは

平成 30 年度は 400 人を超える参加者があったが、令和元年度は新型コロナウイルス感染拡大防

止に伴い中止した。 

【今後拡充すべき取組み】 

・事実上のひとり親（離婚は成立していないがＤＶで避難しているなど）を対象に含める。 

・母子家庭、父子家庭などそれぞれの状況に寄り添いながら、相談事業、個別支援、個別給付

などを組み合わせた支援を行う。 

・ひとり親家庭が利用できる事業を周知し、関係機関との情報共有・連携を図り必要な世帯の

利用につなげる。 

②ひとり親家庭の親への就労支援 

ひとり親家庭実態調査に基づき、実態を把握した。 

【今後拡充すべき取組み】 

・母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等給付事業等の周知の充実を図る。 

③ひとり親家庭への生活支援 

ひとり親等家事援助ホームヘルパーの訪問について、利用時間、利用回数、利用世帯が増えた。 

母子生活支援施設への入居者が増加した。 

相談者、手当申請者等に対する利用可能な制度の案内を実施し、制度の利用拡大に努めた。 

【今後拡充すべき取組み】 

・養育費相談会の充実を図り、参加者数の増加をめざす。 
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・母子生活支援施設の多機能化と質の維持・向上を図る。 

・母子家庭、父子家庭などそれぞれの状況に寄り添いながら、相談事業、個別支援、個別給付

などを組み合わせた支援を行う。（再掲） 

④ひとり親家庭の子どもへの支援 

ひとり親家庭等の子どもの学習支援事業で、中学生に対し従来の学習支援とともに進学相談等

の支援を強化した。 

【今後拡充すべき取組み】 

・事実上のひとり親を対象にした事業を実施する。 

・面会交流支援の充実を図る。 

  

■調整計画の策定に向けた見直しの方向性 

区では、ひとり親家庭の約９割が母子家庭であるが、離婚が成立していないものの、事実上ひと

り親となっている家庭への支援策は薄く、ひとり親家庭を取り巻く問題は貧困をはじめ多様化、

複雑化しており、それらへの適切な対応が課題となっている。 

事実上のひとり親に対する支援の充実や、コロナ禍によりさらに厳しい状況に追い込まれてい

るひとり親家庭の孤立や貧困化等への対応を強化する必要がある。 
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課題１２ 性的マイノリティ等多様な性への理解促進と支援 
 

■調査・データから 

①性的マイノリティという言葉の認知と人権施策の必要性 

・「性的マイノリティ」という言葉への認知は、「知っている」が 88.8％にのぼっている。（区民

調査：概要版 P15） 

・「性的マイノリティへの人権施策の必要性」は、「必要だと思う」が 74.6％となっている。（区

民調査：概要版Ｐ16） 

②性の多様性に関する条例の認知度と区内企業の具体的な取組み 

・「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例」の認知度（「条例も大

まかな内容も知っている」）は、区民意識・実態調査では 3.1％であるが、区内企業調査では

19.2％であり、浸透度に違いがみられる。（区民調査：概要版Ｐ17、企業調査：概要版Ｐ21） 

・性的マイノリティへの配慮については「性別に応じた制服や服装規定などの廃止」、「採用、評

価に対する公正さの徹底」の割合が高くなっている。（企業調査：概要版Ｐ21） 

 

■各会議体から出た意見 

【庁内作業部会】 

多様な家族に対しての施策が現在のプランにはなく、施策を盛り込む必要がある。（男女及び多

様な性と人権尊重関連作業部会） 

【男女共同参画推進部会】 

インターセクショナリティについて、平時から複合的な困難のある人たちや困難が集中する災害

時などの議論が必要だと意見が出た。（第４回） 

 

■プランの中間評価（進捗状況が良好な取組みと今後拡充すべき取組み） 

①就労・災害時等における性的マイノリティへの支援 

地域防災計画に性的マイノリティを含む「多様性に配慮した女性の視点」を位置づけた。 

【今後拡充すべき取組み】 

・性的少数者への理解促進と、性的少数者支援施策の促進を図る。 

・性的マイノリティの相談・居場所事業を充実する。 

②性的マイノリティへの理解の促進 

性的マイノリティ理解講座等の開催、広報誌、ＨＰなどによる周知啓発を行った。 

学校では、教材の作成と人権尊重教育推進校での実践、標準服、カジュアルデーの実施など

に取り組んだ。 

セクシュアル・マイノリティ支援者養成研修講座(基礎編・応用編）を実施した。 

区職員を対象とした事業では、人権研修、教職員を対象とした人権教育推進に関わる研修を

実施した。 

【今後拡充すべき取組み】 

・性的少数者への理解促進と、性的少数者支援施策の促進を図る。 

・各所管が、すべての人が尊厳をもって生きられる社会の構築に向けての意識をもって取組み

を進める。 
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③同性パートナーシップに関する取組み 

世田谷区パートナーシップ宣誓の取組みは、事業開始後 20 件台であったが、令和元年度は

30 件となった。 

事業開始５年の節目にあたり、当事者団体との共催により、区役所第３庁舎 1 階でパートナ

ーシップ宣誓パネル展を実施した。 

居住支援課とトラストまちづくりの「お部屋探しサポート」の利用対象者に「同性パートナ

ー」を追加した。 

新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金相当支給の対象とした。 

【今後拡充すべき取組み】 

・同性カップルを対象とした区民サービスを充実する。 

④性的マイノリティの相談体制・居場所づくりの整備 

セクシュアル・マイノリティのための世田谷にじいろひろば電話相談＆交流スペースを実施

した。 

【今後拡充すべき取組み】 

・相談・居場所事業の継続と周知の充実を図る。 

⑤区職員・教育分野等における理解促進 

基礎的な理解に加え、学校現場における具体的な対応、児童・生徒への理解について教員研修

で啓発を行った。 

区職員対象の研修、および教員研修でＳＥＴＡＧＡＹＡ Ａｌｌｙバッジを教職員に配布し、

相談しやすい状況づくりを行った。 

【今後拡充すべき取組み】 

・性的少数者への理解促進と、性的少数者支援施策の促進を図る。 

 

■新規の取組み 

・経営者、人事労務担当者向けに、性的マイノリティ理解のための講座を実施する。 

・多様な形の家族を支援する。 

・東京都の養育里親制度の普及と利用を促進する。 

 

 

  

■調整計画の策定に向けた見直しの方向性 

区民調査では性的マイノリティという言葉の認知度は高いが、「世田谷区多様性を認め合い男女

共同参画と多文化共生を推進する条例」の認知度は、区民調査と企業調査の間で、浸透度に違いが

見られる。 

性的マイノリティへのさらなる理解促進をはかるとともに、性的マイノリティの人権施策、多

様な家族に対する施策の充実が必要である。 
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（５）推進体制 男女共同参画社会の実現に向けた方策 
 

方策１ 男女共同参画センター“らぷらす”の機能の強化 
 

■調査・データから 

①男女共同参画センター“らぷらす”について 

・らぷらすの認知度は、「利用したことがある」が 2.4％、「知っているが利用したことがない」

が 14.6％、「知らない」が 81.9％となっている。（区民調査：概要版Ｐ12） 

・認知度は、女性は過年度比較で高まっているが、男性は変わらない。利用状況は女性では 40代

以上高くなっているが、それ以下の年代の女性と男性の利用割合は低い。（区民調査Ｐ162、163） 

・らぷらすを中心とした区の事業展開は、「女性の就業支援」、「男性の家事への参画、新しい生き

方などを啓発する事業」、「最新の社会問題を扱う事業」の割合が高く、経年でも変化は少ない。

（区民調査：概要版Ｐ12） 

 

■各会議体から出た意見 

【庁内作業部会】 

らぷらすは地域で活動している人たちとつながって、広報周知、PR などの支援から始めて、一緒

に地域の大事な活動を行う必要がある。 

啓発は必要だが、「つなぐ」という役割が大切。活動している人と交流することで、敷居の高さを

解消していく。男女共同参画の観点から地域コミュニティをつなぐ力が求められる。（推進体制の

整備強化作業部会） 

 

■プランの中間評価（進捗状況が良好な取組みと今後拡充すべき取組み） 

①男女共同参画社会づくりのための「男女共同参画センター」機能拡充 

女性の悩みごと・ＤＶ相談を開設・拡大した。また、ＬＩＮＥ相談の開設を予定している。 

調査研究機能の整備では、「ＤＶ等電話相談事業の意義と役割」をまとめ、研修を実施した。 

【今後拡充すべき取組み】 

・庁内の専門相談窓口や民間の相談事業等と連携し、困っている人を支援につなげる。 

②区関係所管、関係機関、民間支援組織、ＮＰＯ、学校、企業、地域活動団体等との連携 

総合相談リーフレット、男性電話相談カード、Twitter や Facebook、メールマガジン等の活用

により、情報発信を行った。 

災害対策課、平和資料館、区内大学との連携を進め、地域の取組みの支援、意識啓発を推進し

た。 

【今後拡充すべき取組み】 

・おでかけひろば等とのタイアップ、団体をつないで協働で事業を実施するなど、「地域に開か

れたらぷらす」づくりの充実を図る。 

③区民の主体的な活動拠点としての充実 

Twitter、Facebook の活用により、区民の主体的活動に関する情報発信を行った。 
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【今後拡充すべき取組み】 

・「地域共生社会」の考え方に基づき、男女共同参画推進の拠点施設としての役割を拡充する。 

・多様な交流の進む施設づくり、地域との良好な連携関係の構築など、「地域に開かれたらぶら

す」づくりにさらに進める。 

 

■新規の取組み 

・ＤＶ防止・ＤＶ被害者支援等については、らぷらす、配偶者暴力相談支援センターや子ども家

庭支援センターなどで役割分担し、連携を図る。 

・男女共同参画分野における市民活動の中間支援組織として、らぷらすの機能の充実を検討する。 

 

 

  

■調整計画の策定に向けた見直しの方向性 

男女共同参画センター“らぷらす”の認知度は約２割で、40 代以上の女性の利用状況は高いが、

それ以下の年代と男性の利用割合は低い。 

らぷらすが男女共同参画を推進する取組みを通じて地域の活動団体をつなぐとともに、困ってい

る人を支援につないでいくための中間支援組織としての役割を担うなど、地域共生社会の考え方に

基づく事業展開を強化していく必要がある。 
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方策２ 区職員の男女共同参画推進 
 

■統計・データから 

①区の管理監督職に占める女性の割合は増加傾向にある 

・区の管理監督職に占める女性の割合はプラン策定時から増えている。プランの目標数値は 37％

としているが、令和 2年度に改定した女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画では目標数

値を 40％に設定し、令和２年度４月１日現在 38.1％と順調である。（区職員・教職員の男女共

同参画推進作業部会記録から） 

 

■各会議体から出た意見 

【庁内作業部会】 

女性に限らず管理職への昇進意欲が増えているわけではないので、受験勧奨が必要である。 

正確な数字は取れていないが、男性に比べて女性のほうが主任になってから係長になるまでの年

数が長いという意見も出た。（区職員・教職員の男女共同参画推進作業部会） 

 

■プランの中間評価（進捗状況が良好な取組みと今後拡充すべき取組み） 

①区職員・教職員の男女平等意識の向上 

父母欄調査・性別欄調査を実施したことで、「何のために必要なのか」を職員が考えるきっかけ

となった。 

「職場におけるハラスメントの防止に関する基本方針」を新たに策定し、ハラスメント苦情・

相談担当として課長級に加えて係長級を増員した。 

【今後拡充すべき取組み】 

・区職員、区立学校教員に対し、「職場のハラスメント」の防止に関わる研修を充実する。 

②庁内の管理監督的立場への女性の登用 

女性の管理監督職への任用状況を把握し、昇任選考試験の受験勧奨を行った。 

女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画を策定し、管理監督的立場における女性職員の割

合に関する目標を設定した。 

女性の教育長を登用した。 

【今後拡充すべき取組み】 

・ロールモデルの紹介、採用４年目・主任４年目・主任９年目職員のキャリアアップ研修を充

実する。 

・女性の管理監督職育成に向けて、さらなる取組みの充実に努める。 

③区職員の仕事と生活の両立支援 

令和元年７月から超過勤務の上限時間等のルールを定めた「新たな超過勤務ルール」を本実施

した。 

令和２年３月に子育てに関わる休暇制度や育児休業手当金等の共済組合の制度をまとめた「両

立支援ハンドブック 子育てと仕事の両立編」を発行した。 
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【今後拡充すべき取組み】 

・勤務時間の適正管理を通じて、ワーク・ライフ・バランスのさらなる推進に取り組む。 

・男性職員の育児休業の取得促進に取り組む。 

 

 

 

  

■調整計画の策定に向けた見直しの方向性 

区は女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画で管理監督職に占める女性の割合を 40％に設

定し、その結果、現在は 38.1％とプラン策定時の数値目標を達成している。調整計画の策定にあ

たっては、数値目標を特定事業主行動計画の数値目標に上方修正し、引き続き取り組む必要がある。 

また、区職員の仕事と生活の両立支援では、勤務時間の適正管理のほか、男性職員の育児休業の

取得促進など、職員のワーク・ライフ・バランスの推進に一層取り組んでいく必要がある。 
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方策３ 推進体制の整備・強化 
 

■統計・データから 

①条例やパートナーシップ宣誓等、区施策の周知と浸透が課題 

・「パートナーシップの宣誓」の認知度（内容は知らないが聞いたことがあるも含む）は、63.0％

である。（区民調査：概要版 P17） 

②男女共同参画社会の実現に向けた多様な分野での施策の推進 

・「育児・保育施設の充実」が 48.2％と最も高く、次いで「学校で平等意識を育てる教育の充実」

が 32.3％、「あらゆる分野における女性の積極的な登用」が 30.5％である。 

・女性は「あらゆる分野における女性の積極的な登用」「高齢者や病人の在宅介護サービスや施設

の充実」、男性は「男女平等への理解を深めるための学習機会の促進」の割合が高い。（区民調

査：概要版 P13） 

③コロナ禍において、今後も男女共同参画の視点からの施策が急務 

・コロナ禍において、今後の男女共同参画を推進する取組みに関して行政に期待することは、「助

成金や補助金の支給」が最も高く、「法改正などの情報提供」、「保育サービスの拡充・多様化」

が共に４割弱、「他社の取組み事例の提供」が約３割となっている。（企業調査：概要版 P23） 

 

■各会議体から出た意見 

【庁内作業部会】 

らぷらすは団体を横につないで一緒に何かをすることが必要で、ＮＰＯや社会福祉法人、一般社

団法人等と協働しながら、子育てはじめさまざまな分野で活動していくことが男女共同参画には必

要である。（推進体制の整備強化作業部会） 

 

■プランの中間評価（進捗状況が良好な取組みと今後拡充すべき取組み） 

①国や都との連携強化 

パートナーシップ宣誓導入検討自治体への情報提供を行った。また、パートナーシップ宣誓を

実施している自治体とは意見交換等を行った。 

【今後拡充すべき取組み】 

・パートナーシップ宣誓導入検討自治体間において、連携を強化する。 

②男女共同参画に関わるＮＰＯの育成 

庁内におけるＮＰＯ等市民活動団体との連携や協力、事業委託等の「協働実態調査」を実施し、

ＮＰＯ等市民活動団体との協働の推進について共有を図った。 

【今後拡充すべき取組み】 

・ＮＰＯ法人以外の団体（一般社団法人など）への支援の充実を図る。 

③ＮＰＯ等との連携・協働の推進 

庁内におけるＮＰＯ等市民活動団体との連携や協力、事業委託等の「協働実態調査」を実施し、

ＮＰＯ等市民活動団体との協働の推進について共有を図った。 

【今後拡充すべき取組み】 

・市民活動支援事業を活用し、ＮＰＯ等との連携・協働を推進する。 
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④フォローアップ体制整備の検討 

男女共同参画・多文化共生推進審議会における計画の進行管理を実施した。 

条例に基づき「世田谷区男女共同参画・多文化共生苦情処理委員会」を設置した。 

【今後拡充すべき取組み】 

・審議会・部会意見も活用し、事業を見直す。 

・「第二次男女共同参画プラン調整計画」策定に向けて「男女共同参画に関する区民意識・実態

調査」を活用する。 

 

■今後拡充すべき取組み・新規の取組み 

・男女共同参画プランにおいても「地域共生」の考え方を強く打ち出す。 

  

■調整計画の策定に向けた見直しの方向性 

引き続き、パートナーシップ宣誓導入自治体や導入検討自治体間との連携を図る。 

また、地域共生の考え方を強く打ち出し、ＮＰＯ等とのさらなる連携をはかる必要がある。 

数値目標の達成に向けて、審議会・部会の意見、意識・実態調査を活用しながらフォローアップ

していくことが必要である。 
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４ 用語解説 
 第５次男女共同参画基本計画の本文に掲載されている用語のなかから世田谷区の現プランに掲載さ

れていない言葉をピックアップし、解説を加えた。なお、解説にあたって参照した資料を付記した。 

用語 解説 

「2020 年 30％」目標 

平成 15 年に男女共同参画推進本部にて決定された、「社会のあらゆる分野に
おいて、2020 年までに、指導的地位に女性が占める割合が、少なくとも 30％

程度になるよう期待する」という目標です。 
【参照】男女共同参画局 HP https://www.gender.go.jp/policy/positive_act/index.html 

AYA 世代 

Adolescent and Young Adult の頭文字をとった言葉で、学業や就職、恋愛、
結婚、出産など、様々なライフイベントが集中する思春期（15 歳～）から 30
歳代までの世代を指しています。 
【参照】国立研究開発法人 国立がん研究センターがん対策情報センターHP 
https://ganjoho.jp/public/dia_tre/diagnosis/aya.html 

アンコンシャス・バイ

アス（無意識の思い込

み） 

「無意識のバイアス - Unconscious Bias -」とは、誰もが潜在的に持ってい
るバイアス(偏見)のことです｡育つ環境や所属する集団のなかで知らず知らず
のうちに脳にきざみこまれ、既成概念、固定観念となっていきます。 

【参照】男女共同参画学協会連絡会 「無意識のバイアス- Unconscious Bias -を知って

いますか?」 

ウェルビーイング 

身体的・精神的・社会的に良好な状態にあることを意味する概念で、「幸福」

と翻訳されることも多い言葉です。世界保健機関（WHO）憲章の前文では、
「健康とは、病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的
にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態（well-

being）」にあることとしています。 
【参照】公益社団法人 日本 WHO 協会 HP  
https://japan-who.or.jp/about/who-what/charter/ 

EBPM（エビデンスド・

ポリシー・メイキン

グ、エビデンスに基づ

く政策立案） 

政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化
したうえで合理的根拠（エビデンス）に基づくものとすることです。政策効

果の測定に重要な関連を持つ情報や統計等のデータを活用した EBPM の推進
は、政策の有効性を高め、国民の行政への信頼確保に資するものとされます。 
【参照】内閣府 HP 

https://www.cao.go.jp/others/kichou/ebpm/ebpm.html 

クオータ制 

性別を基準に一定の人数や比率を割り当てる手法で、「候補者割当制」「議席
割当制」と訳されます。ポジティブ・アクションのうち、もっとも強制力が

強く、実効性が高い施策です。 
【参照】内閣府 HP https://www.gender.go.jp/policy/positive_act/index.html 

日本学術会議 「社会と学術における男女共同参画の実現を目指して 

―2030 年に向けた課題―」 

持続可能な開発目標 

（SDGs：Sustainable 

Development Goals） 

「誰一人取り残さない（leave no one behind）」持続可能でよりよい社会の実

現を目指す世界共通の目標です。2015 年の国連サミットにおいて全ての加盟
国が合意した「持続可能な開発のための2030 アジェンダ」の中で掲げられま
した。2030 年を達成年限とし、17のゴールと169のターゲットから構成され

ています。目標５で、「ジェンダー平等を実現しよう」と掲げられています。 
【参照】外務省 HP 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/about/index.html 

ジェンダー主流化 

法律、政策、事業など、あらゆる分野のすべてのレベルにおける取組みが及ぼ
しうる女性と男性への異なる影響を精査するプロセスです。それは、政治、経
済、社会の領域のすべての政策と事業の策定、実施、モニタリング、評価を含
むすべてのプロセスに、女性と男性の関心事と経験を統合し、女性と男性が平
等に恩恵を受け、不平等が永続しないようにするための戦略です。 
【参照】内閣府 HP 

https://www.gender.go.jp/public/kyodosankaku/2018/201806/201806_07.html 

 

https://www.gender.go.jp/policy/positive_act/index.html
https://ganjoho.jp/public/dia_tre/diagnosis/aya.html
https://japan-who.or.jp/about/who-what/charter/
https://www.cao.go.jp/others/kichou/ebpm/ebpm.html
https://www.gender.go.jp/policy/positive_act/index.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/about/index.html
https://www.gender.go.jp/public/kyodosankaku/2018/201806/201806_07.html
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用語 説明 

ジェンダー統計 

社会的・文化的に形成された男女の生活や意識における偏り、格差、差別を明
らかにする統計のことを指します。 
【参照】公益財団法人日本女性学習財団 HP 

https://www.jawe2011.jp/cgi/keyword/keyword.cgi?num=n000033&mode=detail&catlist=

1&onlist=1&alphlist=1&shlist=1 

society5.0 

サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させ
たシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社
会（Society）のことを指します。 

狩猟社会（Society 1.0）、農耕社会（Society 2.0）、工業社会（Society 
3.0）、情報社会（Society 4.0）に続く、新たな社会を指すもので、我が国が
目指すべき未来社会の姿として提唱されました。 
【参照】内閣府 HP https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/ 

ディープフェイクポル

ノ（フェイクポルノ） 

AI（人工知能）の深層学習を意味する「ディープラーニング」と、偽物を意
味する「フェイク」を掛け合わせた造語。AI 技術を応用して著名人などの顔

を既存の動画に合成する技術、または作成された静止画や動画を指す。中で
も著名人などの顔を既存のアダルト動画と合成したものは｢フェイクポルノ｣
と呼ばれています。 

【参照】大塚商会 HP https://www.otsuka-shokai.co.jp/words/deep-fake.html 

デジタルトランスフォ

ーメーション 

（DX：Digital 

Transformation) 

データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサー
ビス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセ

ス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立することです。 
【参照】経済産業省「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン

（DX 推進ガイドライン）Ver.1.0」 

フリーランス 

実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知

識、スキルを活用して収入を得る人を指します。 
【参照】内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省 

「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」 

プレコンセプションケ

ア 

将来の妊娠を考えながら女性やカップルが自分たちの生活や健康に向き合う
ことです。 
【参照】国立研究開発法人 国立成育医療研究センターHP 

https://www.ncchd.go.jp/hospital/about/section/preconception/index.html 

 

 

 

https://www.jawe2011.jp/cgi/keyword/keyword.cgi?num=n000033&mode=detail&catlist=
https://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/
https://www.otsuka-shokai.co.jp/words/deep-fake.html
https://www.ncchd.go.jp/hospital/about/section/preconception/index.html
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あらゆる分野
における 
男女共同参画 
あらゆる分野の活動
において男女が共に
参画し、責任を分か
ち合う社会の実現を
めざします。 

人権の尊重 
性別などを理由に差
別されることなく、
多様性を認め合い、
人権が尊重され、す
べての人が尊厳をも
って生きることがで
きる社会の実現をめ
ざします。 

固定的な 
性別役割分担 
意識の解消 
「男は仕事、女は家
庭」といった固定的
な性別役割分担意識
にとらわれることな
く、自らの意思に基
づいて個性と能力を
発揮し、多様な生き
方を選択することが
できる社会の実現を
めざします。 

第二次男女共同参画プラン調整計画 体系(案) 

基本目標Ⅱ 
ワーク・ライフ・
バランスの着実な

推進 

基本目標Ⅳ 
性別にかかわらず
尊厳をもって生き
ることができる社

会の構築 

基本目標Ⅲ 
女性に対する 
暴力の根絶 

推進体制 
男女共同参画社会
の実現に向けた 

方策 

基本目標Ⅰ 
あらゆる分野にお
ける女性活躍推進

１ 固定的な性別役割分担意識の 
解消 

２ 女性の活躍推進と政策・方針 
決定過程への女性の参画促進 

３ 女性のキャリア形成と多様な 
働き方の支援 

４ ワーク・ライフ・バランスの 
普及・啓発 

５ 男女が共に家事、育児、介護を
担える支援の充実 

６ 防災・地域活動等への参画促進 

７ 配偶者等からの暴力(DV)の 
防止 

８ DV 被害者支援の充実 

新規 性犯罪・性被害の防止と 
被害者支援の充実(仮) 

９ 暴力を容認しない意識づくり 

10 性差に応じたこころと身体の 
健康支援 

11 ひとり親家庭等が安心して 
生活できる環境づくり 

12 性的マイノリティ等 
多様な性への理解促進と支援 

方策１ 男女共同参画センター 
「らぷらす」の機能の充実 

方策２ 区職員の男女共同参画 
推進 

方策３ 推進体制の整備・強化 

課題７・８は統合 

令和３年 6 月 2 日案 

施策 

①被害者支援の充実 ②被害者の中長期的支援（生活再建の支援） ③被害者の子どもへの支援 ④支援体制の充実と関係機関
との連携強化 ⑤高齢者、障害者の被害者への支援 ⑥男性、性的マイノリティの被害者への支援 ⑦【新規】ＤＶ被害者支援
と児童虐待防止の連携強化 

①暴力の未然防止と早期発見 ②相談体制の充実 ③被害者の安全確保と体制整備 

①人権尊重と暴力防止の意識づくり ②学校における人権教育の推進 ③性暴力・ストーカー行為等暴力防止の意識づくり  
④セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント等暴力の防止 

①疾病予防、健康づくりの推進 ②こころの健康対策 ③親子の健康支援 ④年代に応じた性教育の普及 

①ひとり親家庭への相談・情報提供の充実 ②ひとり親家庭の親への就労支援 ③ひとり親家庭への生活支援  
④ひとり親家庭の子どもへの支援 

①就労・災害時等における性的マイノリティへの支援 ②区民や事業者の性的マイノリティへの理解の促進 ③同性パートナー
シップに関する取組み ④性的マイノリティの相談体制・居場所づくりの整備 ⑤区職員・教育分野等における理解促進 ⑥【新
規】多様な形の家族の支援  

【全面修正・改組】①世田谷区の男女共同参画推進の拠点としての一層の充実 ②地域に開かれた多様な交流の進む施設づくり  
③地域との良好な連携関係の構築、「地域に開かれたらぷらす」づくり ④講座・研修、情報収集・提供、相談機能の総合的な展開 

①【新規】「世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例」に基づく推進体制の整備 ②国や都、他自治
体との連携強化 ③男女共同参画に関わる市民活動団体の育成 ④市民活動団体との連携・協働の推進 ④フォローアップ体制
整備の検討(施策①に統合) 

①区職員・教職員の男女平等意識の向上 ②庁内の管理監督的立場への女性の登用 ③区職員の仕事と生活の両立支援 

①情報提供・啓発活動の充実 ②男女共同参画に関する男性の理解の促進 ③教育分野における啓発 ④家庭や地域における男
女平等教育・学習の充実 ⑤職場における男女平等意識の向上 ⑥意識調査による実態の把握と啓発 

①事業者に向けた女性の活躍推進のための意識啓発 ②審議会等の女性登用率の向上 ③事業者への支援 ④職場におけるセク
シュアルハラスメント、マタニティハラスメント等の防止(課題 4 へ移動) 

①女性の就労・再就職支援 ②女性のキャリア形成、キャリア教育の推進 ③多様な働き方の支援(課題 4 へ移動) ③女性が少
ない分野への女性の参画支援 ④【新規】非正規雇用の女性や若年女性への支援 

①ワーク・ライフ・バランスの考え方の普及 ②事業者への働きかけと支援 ③多様な働き方の支援(課題 3 から移動) ④職場
におけるハラスメントの防止(課題 2 から移動) ⑤男女の育児・介護休業の取得促進 ⑥区内企業の「男女共同参画に関する意
識・実態調査」等による実態の把握と啓発 

①保育等の拡充 ②育児に関するサービスの充実 ③子育て世代への支援 ④【新規】地域・地区での子育て支援(施策③から独
立) ⑤介護者への支援 ⑥男性の家事・育児・介護等への参画支援 

①防災・災害復興の分野への女性の参画促進 ②地域活動への参画支援 ③地域活動における女性リーダーの育成支援 ④男性
の地域活動への参画支援 ⑤高齢者の社会参画の促進 

赤字下線部は新規の取組みまたは修正箇所 

①【新規】性暴力・性犯罪被害者への区の支援 ②【新規】国や東京都の施策との連携 

資料１－２ 
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令和 3 年 6 月 2 日 
 
 

(仮称)世田谷区第二次男女共同参画プラン調整計画 サブタイトル案 
 

1 多様性を認め合うせたがやプラン 

2 自分らしく暮らせる世田谷をめざして 

3 みんなが互いを認め合い、地域でともに生きる世田谷をめざして 

4 多様な生き方を認め合い、地域でともに生きる世田谷をめざして 

5 みんなでつくる、みんなのための社会の実現へ 

6 ありたい自分でいよう。私たちの社会の実現へ 

  

  

 
 
（参考）都内自治体のサブタイトル 
※基本理念やビジョン等をサブタイトルのように用いている自治体もある。 

区市町村 計画名（サブタイトル・愛称にマーカー） 計画期間 
港区 第４次港区男女平等参画行動計画 ―みんなで進めよう 男女平等― H27～H32 

新宿区 
新宿区第三次男女共同参画推進計画  誰もが個人として尊重され、自分らしく豊か
に生活できるまち新宿（計画ビジョン） 

H30～H35 

台東区 台東区男女平等推進行動計画「はばたきプラン 21」 R2～R6 
江東区 男女共同参画 KOTO プラン－改定版－（第６次江東区男女共同参画行動計画） H28～R2 

品川区 
マイセルフ品川プラン～誰もが自分らしく～（男女共同参画のための品川区行動計画
第 5 次 等） 

R1～R10 

大田区 
第 8 期大田区男女共同参画推進プラン  
誰もが認め合い、笑顔つながるまち おおた ～おおたの男女共同参画社会をめざし
て～（基本理念） 

H28～Ｈ32 

渋谷区 
男女平等・多様性社会推進行動計画 ー誰もが平等にいきいきとくらせる渋谷をめざ
して ー（目標） 

H28～H32 

資料１－３ 

第１回男女共同参画
推進部会 資料 
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区市町村 計画名（サブタイトル・愛称にマーカー） 計画期間 

杉並区 
杉並区男女共同参画行動計画 わたしらしく あなたらしく だれもが共に認め支えあ
い いきいきと輝けるまち すぎなみ（基本理念） 

H30～R3 

豊島区 
第 4 次豊島区男女共同参画推進行動計画、第 2 次豊島区配偶者等暴力防止基本計画及
び豊島区女性活躍推進計画 （としま男女共同参画推進プラン） 

H29～H33(R3) 

北区 北区男女共同参画行動計画 「第６次アゼリアプラン」 H27～H31 
板橋区 男女平等参画社会実現のための板橋区行動計画 いたばしアクティブプラン 2020 H28～R2 
八王子市 男女が共に生きるまち八王子プラン（第 3 次）2019 改定版 H31～R5 

武蔵野市 
武蔵野市第四次男女平等推進計画 すべての人が互いに人権を尊重し性別等にかかわ
りなくいきいきと暮らせるまちづくり（将来像） 

R1～Ｒ5 

三鷹市 男女平等参画のための三鷹市行動計画 2022（第 2 次改定） R1～R4 
府中市 第 6 次府中市男女共同参画計画～男女がともに参画するまち府中プラン～ R2～R6 
町田市 一人ひとりがその人らしく生きるまちだプラン（第 4 次町田市男女平等推進計画） H29～H33(R3) 
小平市 第三次小平市男女共同参画推進計画 小平アクティブプラン 21 H29～R3 

日野市 
第 3 次日野市男女平等行動計画～多様な個性が尊重され、誰もが等しく参画できる豊
かな社会をめざして～ (基本理念) 

H28～H32 

東村山市 
東村山市第 3 次男女共同参画基本計画～一人ひとりが生き生きと輝ける社会「東村山
あったかネットワーク」を目指して～ (基本理念を受けて設定したテーマ) 

H29～R4 

国立市 
国立市第 5 次男女平等・男女共同参画推進計画～自分らしくいきいきと暮らすことの
できる社会をめざして～ （基本理念） 

H28～H35 

福生市 
福生市男女共同参画行動計画 ～あらゆる男女の人権が尊重される社会づくり～ 
（基本理念） 

H28～R2 

狛江市 
狛江市男女共同参画推進計画・狛江市配偶者暴力対策基本計画・狛江市女性活躍推進
計画～誰もがともに認め合い、個人として尊重され、 自分らしい生き方ができるま
ちを目指して～ （基本理念） 

R2～Ｒ6 

東久留米市 
東久留米市第 3 次男女平等推進プラン 新たな舞台で男女が参画  男女が活躍 ともに
認め合い  ともに暮らしをつくるまち東久留米市 （基本理念） 

H29～R4 

武蔵村山市 武蔵村山市第四次男女共同参画計画-ゆーあいプラン- R2～R6 

多摩市 
多摩市女と男がともに生きる行動計画 男女平等と自立に支えられた男女共同参画社
会の実現に向けて （基本理念） 

H23～R2(中間見
直し：H28～R2) 

稲城市 稲城市男女共同参画計画「男女平等推進いなぎプラン」 H28～H37(R7) 
あきる野市 あきる野市男女共同参画計画 第４次あきる野男女共同参画プラン H29～R3 

瑞穂町 
第 5 次瑞穂町男女共同参画社会推進行動計画～一人ひとりが共につくる地域社会をめ
ざして～ （基本理念） 

R2～R6 

日の出町 日の出町男女共同参画行動計画-思いやりのある町ひのでいきいきプラン- H18～R2 
（出典：各自治体ホームページ） 
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令和 3 年 6 月 2 日 

 

 

調整計画の数値目標（案） 

 

 

 

 

 

■数値目標の見直しの考え方 

・数値目標１、３は直近の実績が現行プランの目標に達していないため、現計画の目

標値を継続する。 

・数値目標２は直近の実績が現行プランの目標をわずかに上回り、女性活躍推進法に

基づく特定事業主行動計画では４０％と設定しているため、上方修正する。 

 

■新規に追加する数値目標の考え方 

・A は、企業調査の結果から一般事業主行動計画の策定が女性活躍の推進に効果があ

ることが認められ、女性活躍の推進状況を測る指標のひとつとして有効と考えられ

るため。 

 

  

 基本目標Ⅰ あらゆる分野における女性活躍推進 

第１回男女共同参画
推進部会 資料  
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【数値目標】青字は新規指標の提案 

 

指標 

現行プラン 調整プラン 

実績 
目標 

（平成２８年度） 
直近の実績 

目標 

（令和８年度） 

１ 
区 の 審 議 会 等 の 女 性

の占める割合 

平成２８年度 

３０．９％ 
３５％以上 

令和２年度 

4 月 1 日現在 

３３．８％ 

３５％以上 

２ 

庁 内 の 管 理 監 督 的 立

場 の 女 性 の 占 め る 割

合 

平成２８年度 

３４．２％ 
３７% 

令和２年度 

4 月 1 日現在 

３８．１％ 

（管理職：２０．

２％）  

４０%以上 

（管理職：●

●％）  

３ 

固 定 的 な 性 別 役 割 分

担 意 識 の 解 消 が 必 要

だと考える人の割合 

平成２６年度 

７３．３％ 
８５% 

（参考数値） 

令和２年度 

８１．５％ 

８５% 

A 

女 性 活 躍 推 進 法 に 基

づく「一般事業主行動

計画」を策定・公表し

ている区内事業所数 

－ － 

令和3 年 

（5 月18 日時

点）524 件 

令和8 年度 

●●●件 

 

【指標の定義】青字は新規指標の提案 

   １………地方自治法第 202 条の３に定める審議会、地方自治法第 180 条の５に定

める審議会、その他の審議会等に占める女性委員を合計した割合 

   ２………世田谷区の管理監督的立場における女性職員の割合（管理職を追加） 

   ３………「男女共同参画に関する区民意識・実態調査」で、「男は仕事、女は家庭」

という考え方に対し、「どちらかといえばそう思わない」と「そう思わない」

と回答した人を合計した割合 

A………厚生労働省「一般事業主行動計画公表サイト」に掲載されている区内事業

所の件数 

https://ryouritsu.mhlw.go.jp/hiroba//search_int.php 

 

  

https://ryouritsu.mhlw.go.jp/hiroba//search_int.php
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■数値目標の見直しの考え方 

・数値目標４、５、６のいずれも、直近の実績が現行プランの目標に達していないた

め、現計画の目標値を継続する。 

 

■新規に追加する数値目標の考え方 

・B は、経年変化を見ることで、育児への男性の参加率を測る指標のひとつとして有

効と考えられるため。 

・C は、経年変化を見ることで、ワーク・ライフ・バランスの取り組み状況の伸びを

測る指標のひとつとして有効と考えられるため。 

 

 

【数値目標】青字は新規指標の提案 

 

指標 

現行プラン 調整プラン 

実績 
目標 

（平成２８年度） 
直近の実績 

目標 

（令和８年度） 

４ 

区内事業所における 

ポ ジ テ ィ ブ ・ ア ク シ

ョンの認知度 

平成２７年度 

４５.３％ 
８０% 

令和２年度 

４０．７％ 
８０％以上 

５ 

仕 事 と 家 庭 生 活 を と

も に 優 先 し て い る 人

の割合 

平成２６年度 

２４.１％ 
３５％ 

令和元年度 

２４．４％ 
３５% 

６ 
町 会 ・ 自 治 会 長 に お

ける女性の割合 

平成２８年度 

８.６％ 
２０% 

令和２年度 

4 月 1 日現在 

１３．３％ 

２０% 

B 

両 親 学 級 ・ ぷ れ パ パ

マ マ 講 座 に お け る 男

性 の 参 加 人 数 ・ 参 加

率 

－ － 

令和元年度 

平日 2,117 人 

  （32.8％） 

休日 2,709 人 

  （49.6％） 

令和8 年度 

平日●●人 

  （●●％） 

休日●●人 

  （●●％） 

C 

ワーク・ライフ・バラ

ン ス に 「 既 に 十 分 に

取 り 組 ん で い る 」 と

考 え て い る 事 業 所 の

割合 

－ － 
令和2 年度 

１４．８％ 

令和８年度 

●●．●％ 

 

 

 

 基本目標Ⅱ ワーク・ライフ・バランスの着実な推進 
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【指標の定義】青字は新規指標の提案 

 ４………「区内企業の『男女共同参画に関する意識・実態調査』」で、ポジティブ・

アクションについて「内容を含め良く知っている」と「内容をある程度知

っている」と回答した事業所を合計した割合 

 ５………「男女共同参画に関する区民意識・実態調査」で、ワーク・ライフ・バラ

ンスの現実として「『仕事』と『家庭生活』をともに優先している」と回答

した人の割合 

   ６………当該年度の区内の町会・自治会長における女性の割合 

B………両親学級・ぷれパパママ講座における男性の参加人数とその割合 

C………「区内企業の男女共同参画に関する意識・実態調査」で、ワーク・ライフ・

バランスへの取組みの現状として「既に十分に取り組んでいる」と回答し

た事業所の割合 
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■数値目標の見直しの考え方 

・数値目標７、８、９は、直近の実績が現行プランの目標に達していないため、現計

画の目標値を継続する（数値目標９の直近の実績が大幅に下がった背景には、新型

コロナウイルスの感染拡大防止を目的とした休校措置の影響がある）。 

 

■新規に追加する数値目標の考え方 

・D は、区職員の DV に対する理解促進に対する取組みの成果を測る指標のひとつと

して有効と考えられるため。 

・E は、労働施策総合推進法の改正によるパワーハラスメント防止対策の義務化の浸

透度を測る指標のひとつとして有効と考えられるため。 

 

【数値目標】青字は新規指標の提案 

 

指標 

現行プラン 調整プラン 

実績 
目標 

（平成２８年度） 
直近の実績 

目標 

（令和８年度） 

７ 

ＤＶ防止法の認知度 

（「法律名も内容も知

っている」と回答した

人の割合) 

平成２６年度 

３４.３％ 
６０% 

（参考数値） 

令和２年度 

２９．３％ 

６０% 

８ 

「 Ｄ Ｖ が １ ０ ０ ％ 加

害者に責任があり、許

せないものである」と

考える人の割合 

平成２６年度 

５１.0％ 
８０% 

（参考数値）

令和２年度 

６５．５％ 

８０% 

９ 
デ ー ト Ｄ Ｖ の 出 前 講

座実施校数 

平成２７年度 

  中学校：６校 

高等学校：４校 

中学校：１０校 

高等学校：１０校 

令和元年度 

中学校：０校 

高等学校：２校 

中学校：１０校 

高等学校：１０校 

D 

区職員への DV 防止

研 修 の 実 施 回 数 ・ 参

加人数 

－ － 

令和 2 年 

実施回数：１回 

参加人数：４０人 

令和 8 年 

実施回数：●回 

参加人数：●●人 

E 

パ ワ ー ハ ラ ス メ ン ト

防 止 対 策 義 務 化 の 認

知度 

－ － 
令和 2 年 

５７．９％ 

令和 8 年 

●●．●％ 

 

  

 基本目標Ⅲ 女性に対する暴力の根絶 
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【指標の定義】青字は新規指標の提案 

 ７………「男女共同参画に関する区民意識・実態調査」で、ＤＶ防止法について「法

律名も内容も知っている」と回答した人の割合 

 ８………「男女共同参画に関する区民意識・実態調査」で、ＤＶについて「100％

加害者に責任があり、許せないものである」と回答した人の割合 

 ９………当該年度に区内の中学校・高等学校でデートＤＶに関する出前講座を実施

した学校数 

D………研修担当課との共催により、区職員に DV 防止研修を実施した回数、参加人数 

E………「区内企業の男女共同参画に関する意識・実態調査」で、労働施策総合推進

法の改正により職場におけるパワーハラスメント防止対策が義務化され

たことについて「法律も内容も知っている」と回答した事業所の割合 ※

令和２年６月 1 日から義務化 
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■数値目標の見直しの考え方 

・数値目標 10 は、「健康せたがやプラン」の見直しに合わせて設定する。 

・数値目標１１は、DV 等暴力防止と被害者支援関連作業部会において、相談回数よ

りも利用者数の方が大事であるとの意見があったため、利用者数を追加する。 

・数値目標１２は、直近の実績が現行プランの目標に達していないため、現計画の目

標値を継続する。 

 

■新規に追加する数値目標の考え方 

・F は、令和元年度に実施した区民調査、令和 2 年度に実施した企業調査から「パー

トナーシップ宣誓」の認知度をたずねる項目が加わり、区民や企業への浸透度を測

る指標のひとつとして有効と考えられるため。 

・G は、令和元年度に実施した区民調査、令和 2 年度に実施した企業調査から「世田

谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例」の認知度をたず

ねる項目が加わり、区民や企業への浸透度を測る指標のひとつとして有効と考えら

れるため。 

 

 

【数値目標】青字は新規指標の提案 

 

指標 

現行プラン 調整プラン 

実績 
目標 

（平成２８年度） 
直近の実績 

目標 

（令和８年度） 

１０ がん検診の受診率 

平成２７年度 

子宮がん ２３．６％ 

乳がん  ２５．４％ 

現状以上 

令和元年度 

子宮がん ２０．５％ 

乳がん  ２０．７％ 

※令和2年6月時点の

暫定値 

「 健 康 せ た が

やプラン」の見

直 し に 合 わ せ

設定 

１１ 
ひ と り 親 家 庭 の 養 育

費相談の実施 

平成２８年度 

９回 
現状以上 

令和元年度 

６回 

利用者数４１人 

現状以上 

１２ 
「性的マイノリティ」

という言葉の認知度 

平成２６年度 

７０.０％ 
９０%以上 

（参考数値） 

令和２年度 

７４.９％ 

９０%以上 

 

 

 

 

基本目標Ⅳ  
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指標 

現行プラン 調整プラン 

実績 
目標 

（平成２８年度） 
直近の実績 

目標 

（令和８年度） 

F 
パ ー ト ナ ー シ ッ プ 宣

誓の認知度 
－ － 

令和元年度 

市民：３０．４％ 

令和2 年度 

企業：２６．５％ 

令和8 年 

市民：●●．●％ 

企業：●●．●％ 

G 

性 的 マ イ ノ リ テ ィ へ

の 人 権 施 策 等 が 必 要

だ と 考 え て い る 人 の

割合 

－ － 
令和元年度 

74.6％ 

令和8 年 

●●．●％ 

 

【指標の定義】青字は新規指標の提案 

 １０……当該年度及び前年度に世田谷区の子宮がん検診及び乳がん検診を受診した

区民の割合 

     ※子宮・乳がん検診は２年に１回 

 １１……当該年度のひとり親家庭の養育費相談の実施回数、利用人数 

 １２……「男女共同参画に関する区民意識・実態調査」で、「性的マイノリティ」と

いう言葉について「知っている」と回答した人の割合 

F……市民は「男女共同参画に関する区民意識・実態調査」で、パートナーシップ

宣誓の取組みについて「内容を知っている」と回答した人の割合 

企業は「区内企業の男女共同参画に関する意識・実態調査」で、パートナ

ーシップ宣誓の取組みについて「内容を知っている」と回答した事業所の

割合 

G……「男女共同参画に関する区民意識・実態調査」で、性的マイノリティへの

人権施策等について「必要だと思う」と回答した人の割合 

 



世田谷区立男女共同参画センターらぷらす運営の３つの重点／５つの施策 

 
 

 

 

 

 
３つ重点と目標（ありたい姿） 最優先する施策 主な対象者 事業の例 

１ 世田谷区の男女共同参画推進の拠点として一

層の充実 

①利用者・団体・地域の支援者等と一緒に、らぷ

らすが男女共同参画を地域で広げていける方

法を一緒に考え、実施できる。 

重点施策① ３つの会議体による意見集約 

（オープンキャンパスな位置づけの会議体、地

域の人と一緒に運営方法を考える会議体、専

門的な意見をもらう会議体） 

利用者、活動団

体、地域の支援者

（町会・自治会・

関連施設等） 

・地域懇談会 
・地域運営協議会 
・アドバイザリー委員会 

２ 地域に開かれた多様な交流の進む施設づくり 
②一人でも多くの人がらぷらす以外の場所でも

男女共同参画に関する活動に参加できるよう

になり、次の支援者として活動もできる。 
 
③どんな人でも、らぷらすに来ればいつでも自由

に過ごせるだけでなく、仲間に会うことができ

交流もできる。 

重点施策② 団体支援 

（活動の活性化のため、団体同士の交流・情報

交換の機会を設ける。ぷららすでも、らぷら

す以外でも、活動紹介の機会を提供する。） 

活動団体 

・登録団体連絡会 
・区民企画協働事業 
・女性起業家交流会 
・４大フェスタ（実施方法

は変更） 
重点施策③ 毎日の居場所づくり 

（開館時間中、常に利用者同士が交流できるよ

うにする。職員が利用者とさらに対話をする

ことで、必要な情報を提供する。） 

居場所を求める

すべての人 ・らぷらすカフェ（仮称） 

３ 地域との良好な連携関係の構築、「地域に開か

れたらぷらす」づくり 
④あらゆる層がらぷらすの事業やその魅力につ

いて知る機会を持つことで、実際にらぷらすを

利用するようになる。 
 
⑤誰もが男女共同参画に関心を持ち、理解を深め

ることができる。 

重点施策④ アウトリーチでの事業展開 

（若者支援施設や子育て支援施設に出張して

事業を展開、男女を問わず展開） 
まだらぷらすを

利用したことが

ない・知らない人

／若者、男性、子

育て世代（父・母） 

・出前講座、出張図書館 
・学生の受け入れ（インタ

ーンシップ、職場体験） 
・シネマサロン 
・父親向け WLB 講座 

重点施策⑤ 情報発信の強化 

（日頃の館の様子や、利用者の声、地域の活動

を発信） 

・ＨＰ、ＳＮＳでの発信 
・ギャラリー展示 

 

  世田谷区立男女共同参画センターは、NPO 昭和の運営により男女共同参画推進を先進的に進めるとともに、区内に留まらず全国の男女共同

参画センター・支援機関も牽引し進めてきた事業展開は高く評価する。一方、この間、利用者の減少、施設認知度、団体や地域との連携の希

薄など地域施設としての課題があり、以下「らぷらす運営の３つの重点」について、世田谷区と共生会ＳＨＯＷＡと確認・共有し、取り組ん

できた。令和 3年度は、この３つの重点をさらに具現化していくため、５つの施策を最優先に取り組む。 

令和３年４月２日 
  人権・男女共同参画担当課 

資料１－５ 第１回男 女共同 参画
推進部会 資料 



 
◆男女共同参画センターの機能として実施する事業 
ただし、上記３つの重点と目標（ありたい姿）、５つの重点施策を踏まえて、実施内容や手法を見直しながら実施する。 
 

 事業名 

相談事業 

悩みごと・DV 相談／ライン相談 
女性のためのサポートグループ 
女性のための働き方サポート相談 
女性のための起業・経営相談 
性的マイノリティのための電話相談 
性的マイノリティのための電話相談（対面相談） 
男性電話相談 

講座・研修 

起業支援講座 
からだとこころサロン講座編 
離婚をめぐる法律・制度活用講座 
女性の視点を生かした防災講座 
シングルマザーのためのオンライン相談会 
（男女共同参画を学ぶ基本講座） 
（ロゴ・アイコンの募集） 
（冠事業の募集） 

情報収集・提供 図書資料の購入 
施設案内、チラシ等の広報物作成 

 



令 和 ３ 年 ４ 月 ２ ２ 日 
生 活 文 化 政 策 部 

 人権・男女共同参画担当課 
 
 

世田谷区犯罪被害者等支援の取組みについて 
 
１ 主旨 
  世田谷区における犯罪被害者等支援については、令和元年１１月に学識経験者や関係

機関等を交えた「世田谷区犯罪被害者等支援検討委員会」（以下、「検討委員会」という。）

及び庁内管理職で構成される「世田谷区犯罪被害者等支援庁内検討会」を設置し、検討

を行ってきた。 
  これまでの検討結果を踏まえ、令和３年度から世田谷区犯罪被害者等支援相談窓口（以

下、「相談窓口」という。）を中心とした、犯罪被害者等への相談支援事業を開始する。 
 
２ 犯罪被害者等支援について 
（１）相談窓口の開設 

①開設時期 
 令和３年６月１日 
②開設場所 
 生活文化政策部人権・男女共同参画担当課（梅丘分庁舎３Ｆ） 
 なお、専用相談室は、梅丘分庁舎２Ｆに新たに整備する。 
③相談専用ダイヤルの開設 

   相談専用ダイヤルを相談窓口開設時期にあわせ新たに整備する。 
④配置相談員 
 １名（会計年度任用職員）※採用は、令和３年４月１日 

（２）相談員による支援 
①相談対応 
  警察の犯罪被害者認知や被害届の有無にかかわらず、すべての犯罪の被害者を対

象とし相談を受け、相談者に必要な支援のコーディネート、必要な支援先への確実な

繋ぎを行う。 
②同行支援 
  犯罪被害者等に寄り添い、必要に応じて、警察、被害者支援都民センター、各支援 

機関、弁護士、裁判所等へ同行し、犯罪被害者等が何度も同じ説明をすることがない

よう、同行した機関へ確実に引き継ぐ。 
③庁内所管と連携した支援 
  支援が多岐にわたるなどのケースでは、庁内所管・窓口と連携し犯罪被害者等へ支

援を行う。必要に応じ、所管の担当職員等による会議を開催し、被害者の状況や要望

等を把握しながら、確実な支援につなぐ。 
 

資料２－１ 第１回 男女共 同参画
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（３）その他支援事業 
①（仮称）連絡協議会の設立 

区の関係所管（総合支所福祉所管等）、区内警察署、支援機関（被害者支援都民セ

ンター、性暴力救援センター東京（ＳＡＲＣ東京））等で構成する「（仮称）連絡協議

会」を定期的に開催し、情報共有とともに顔の見える関係をつくり、被害者への支援

に繋ぐ体制をつくる。 
②普及啓発 

    相談窓口の普及啓発を図るとともに、二次被害に苦しむ犯罪被害者等を支えるた

め、被害者がもとの地域生活を取り戻していけるよう、地域や医療関係者、学校な

どへの理解と支援の意識醸成を図るため、地域の協力を得ながら啓発を行う。 
 
３ 世田谷区における今後の犯罪被害者等支援について 

犯罪被害者等への支援については、条例の制定も視野に検討を行ってきた。陳情が趣

旨採択された後、東京都の条例が制定されたこともあり、犯罪被害者等へより身近な立

場の区は、支援を求めている方に寄り添う支援が重要であり、相談窓口という具体的な

支援体制を先行させることとした。 

今後、相談窓口に寄せられる相談や意見などから犯罪被害者等が求めている支援を把

握し、さらに施策を充実させる必要がある。特に、性犯罪・性暴力については、国は強化

方針を取りまとめており、令和２年度からの３年間を集中強化期間としており、区も性

犯罪・性暴力被害者への支援を強化する必要がある。犯罪被害者等の声を参考に、必要な

支援施策を充実させるとともに、条例制定についても引き続き検討を行っていくため、

学識経験者等を構成員とした検討委員会を継続させる。 

 
４ 今後のスケジュール（予定） 
  令和３年５月   （仮称）連絡協議会の立ち上げ及び開催 
      ６月１日  相談窓口及び相談専用ダイヤル開設 
            ※犯罪被害者等支援に関するシンポジウム（予定） 
 
 
 










